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お
わ
り
に

は

じ

め

に

元
代

の
侍
衛
親
軍
は
、
チ
ン
ギ
ス
　
カ
ン
以
来
の
怯
薛

と
と
も
に

内
に
あ

っ
て
宿
衛
諸
軍

(天
子
の
禁
軍
)
を
構
成
し
、
外
に
あ
る
鎮

戌
諸
軍
と
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
フ
ビ
ラ
イ
の
即
位
し
た
中
統
元
年

に
、
武
衛
軍
と
し
て
成
立
し
、
至
元
元
年
宋
や
金
の
制
度
に
倣

っ
て

侍
衛
親
軍
と
改
称
さ
れ
た
。
そ
し
て
至
元
八
年
に
右
、
左
、
中
の
三

衛
が
設

け
ら
れ
た
の
を
噂
矢
と
し
て
、
元
代
を
通
ず
る
と
三
十
数
衛

井

戸

一

公

　
　

　

が
置
立
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
衛
は
、
そ
れ
ぞ
れ
枢
密
院
に
属
し
、

皇
帝
並
に
宮
城
護
衛
に
当
る
も
の
で
あ
り
、
蒙
古
軍
、
漢
軍
、
色
目

　
　

　

軍
の
精
鋭
が
集
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
従
来
よ
り

指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
各
衛
の
具
体
的

な
軍
事
構
成
あ
る
い
は
怯

醇

・
鎮
戌
軍
と
の
関
係
は
、
必
ず
し
も
明
確
に
な

っ
て
い
る
と
は
い

え
な
い
。

本
稿
で
は
、
諸
衛
の
成
立
過
程
、
軍
の
構
成
、
都
指
揮
使
以
下
の

軍
官
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
元
朝
兵
力
の
中
枢
と
い
わ

　
ヨ

ね

れ
る
侍
衛
親
軍
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
、
あ
わ
せ
て
諸
種
族
、
と
り

　
る

ソ

わ
け
漢
人

(軍
団
)
の
元
朝
政
権
下
に
お
け
る
政
治
的
位
置
、
役
割

の

一
端
を
窺
う
こ
と
に
し
た
い
。

一

諸
衛
の
設
置
年
代

元
史
倦
触
兵
志
宿
衛
の
条

(以
下
単

に
兵
志
と
い
え
ば
本
条
を
指

す
)
に
は

「及
世
祖
時
、
又
設
五
衛
、
以
象
五
方
、
始
有
侍
衛
親
軍

之
属
、
置
都
指
揮
使
以
領
之
。
而
其
後
増
置
改
易
」
と
あ
り
、
侍
衛



親
軍
に
属

す
る
も
の
と
し
て
三
十
三
衛
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
の
三

十
三
と

い
う
数
は
、
そ
れ
自
体
問
題
と
な
る
が
、
本
節

で
は

一
応

兵
志
の
記
載
に
依
拠
し
な
が
ら
、
次
節
以
下
の
考
察
を
す
す
め
る
必

要
上
、
簡
単
に
諸
衛
の
設
置
状
況
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

世
祖
朝

に
設
置
さ
れ
た
衛
は
、
所
謂
五
衛
を
は
じ
め
十
四

(左

・

右
都
威
衛

・
虎
責
親
軍
の
前
身
、
蒙
古
侍
衛
親
軍

・
欽
察
衛

・
阿
速

軍
の
六
を
含
む
)
で
あ
る
。
「五
衛
」
す
な
わ
ち
右
左
中
前
後
の
五

衛
は
、
元
代
侍
衛
親
軍
の
根
幹
で
あ
り
、
中
統
元
年
に
成
立
し
た
武

衛
軍
の
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
武
衛
軍
は
至
元
元
年
十
月
に
待
衛

親
軍
と
改

め
ら
れ
た
が
、
既
に
そ
の
際

「至
元
元
年
、
改
武
衛
為
侍

衛
親
軍
、
分
左
右
翼
、
置
都
指
揮
使
」
(兵
志
右
衛
)
と
あ
る
よ
う

　
　

　

に
、
左
右

の
二
翼
に
分
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
中
翼
が
加
わ
り
、
兵
志

に
い
う
右
衛
、
左
衛
、
中
衛
と
な
る
の
は
、
至
元
八
年
の
こ
と
で
あ

る
。
元
史
捲
世
祖
紀
至
元
八
年
七
月
辛
未
条
に
は

「置
左
右
中
三
衛

親
軍
都
揮
使
司
」
と
あ
る
。
つ
い
で
南
宋
平
定
直
後

の
至
元
十
六
年

二
月
癸
未

(六
日
)
に
は
、
「増
置
五
衛
指
揮
司
」
(倦
世
祖
紀
)
と

あ
る
通
り
、
「五
衛
」
が
整
う
の
で
あ
る
。
五
衛
の
後
、
最
初
に
置

か
れ
た
の
は
左
都
威
衛
の
前
身

で
あ
る
侍
衛
親
軍
都
指
揮
使
司
で
あ

る
。
兵
志

の
左
都
威
衛
条
に
は
、

至
元
十
六
年
、
世
祖
以
新
取
到
侍
衛
親
軍

一
萬
戸
、
属
之
東
宮
、

立
侍
衛
親
軍
都
指
揮
使
司
。
三
十

一
年
、
復
以
属
皇
太
后
、
改

隆
福
宮
左
都
威
衛
使
司
。

と
あ

っ
て
、
至
元
十
六
年

(捲
世
祖
紀
は
同
七
月
)
東
宮

(時
の
皇

太
子
真
金
)
に
属
す
る
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
。
先
の
五
衛

　
ア

ね

に
こ
の
衛
を
あ
わ
せ
て

「六
衛
」
と
も
い
わ
れ
る
。
左
都
威
衛
に
対

し
て
右
都
威
衛
は
、
そ
の
前
身
蒙
古
侍
衛
親
軍
都
指
揮
使
司
が
至
元

二
十
二
年
に
置
か
れ
て
い
る

(兵
志
及
び
捲
払
百
官
二
)。
蒙
古
の
名

称
を
も

つ
衛
は
、
こ
の
ほ
か
に
左
鰯

・
右
栩
蒙
古
侍
衛
親
軍
都
指
揮

使
司

(以
下
都
指
揮
使
司
の
語
を
略
し
簡

称
を
用
う
。
他
衛
も
同

じ
)、
東
路
蒙
古
侍
衛
親
軍

・
宗
仁
蒙
古
侍
衛
親
軍
1

こ
の
五

つ
を

蒙
古
衛
と
仮
称
す
る
ー
が
あ
る
。
左
翔

・
右
颯
蒙
古
侍
衛
親
軍
は
、

元
史
嫉
百
官
二
に

至
元
十
八
年
、
以
蒙
古
侍
衛
総
管
府
依
五
衛
之
例
、
為
指
揮
使

司
。
設
官
十
二
員
、
奥
魯
官
二
員
。
大
徳
七
年
、
奏
改
為
左
颯

蒙
古
侍
衛
親
軍
都
指
揮
使
司
。

　　
　

と
あ
り
、
至
元
十
八
年
に
五
衛

の
例

に
な
ら

っ
て
そ
の
前
身
が
立

て
ら
れ
て
い
る
。
同
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
色
目

人
の
部
族
名

(も
し
く
は
地
名
)
を
名
称

と
す
る
衛
　

こ
れ
ら
を
色

タ

ン
グ
ト

目
衛
と
仮
称
す
る
　
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
唐
兀
衛
で
、

元
史
嫉
百
官
二
に
は
、

唐
兀
衛
親
軍
都
指
揮
使
司
、
秩
正
三
品
。
総
領
河
西
軍
三
千
人
、

以
備
征
討
。
至
元
十
八
年
始
立
。

と
あ
る
。
こ
の
頃
に
は
、
同
じ
よ
う
に
色
目
人
の
衛
が
い
く
つ
か
立

キ
プ
チ
ヤ
ク

て
ら
れ
た
。
兵
志
に
よ
る
と
、
欽

察

衛
は
至
元
二
十
三
年

(騰
+
世



ア

ス

祖
紀
、
同
三
月
乙
亥
)
に
設
け
ら
れ
、
ま
た
左

・
右
阿
速
衛
の
前
身

と
な
る
阿
速
軍
も
同
年
に
置
か
れ
て
い
る
。
色
目
の
部
族
名
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
管
下
に
は
色
目
人
も
多
数
入

っ
て
い
た
と

ク
イ
ウ
チ

　
　
　

思
わ
れ
る
貴
赤
衛
も
至
元
二
十
四
年
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ

か
漢
軍
を
主
体
と
し
大
都
の
工
役
従
事
を
主
務
と
す
る
武
衛
は
、
至

元
二
十
六
年

(
巻
十
五
世
祖
紀
、
同
正
月
辛
丑
)
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、

上
都

の
虎
責
親
軍
は
、
元
史
巻
八
十
六

百
官

二
に

「管
領
上
都
路
元
籍
軍

人
、
兼
奥
魯
之
事
。
至
元
十
六
年
、
立
虎
責
軍
、
設
官
二
員
。
十
七

年
、
置
都
指
揮
使
二
員

・
副
都
指
揮
使

一
員
、
又
増
置
副
都
指
揮
使

一
員
。
元
貞
三
年
、
以
虎
責
軍
改
為
虎
責
親
軍
都
指
揮
使
司
」
と
あ

り
、
至
元
十
六
年
に
そ
の
前
身
虎
責
軍
が
立
た
ら
れ
て
い
る
。

成
宗
朝

に
は
七
衛
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
う
ち

至
元
三
十

一
年
の
左

・
右
都
威
衛

(
巻
十
八
成
宗
紀
、
同
七
月
庚
申
)、

　だ
ど

元
貞
三
年
の
虎
責
親
軍
、
大
徳
七
年
の
左
蜴
、
右
栩
蒙
古
侍
衛
は
、

い
ず
れ
も
前
述
し
た
世
祖
朝
に
そ
の
前
身
と
も
い
う
べ
き
衛
が
で
き

て
お
り
、
こ
の
時
期
に
至

っ
て
兵
志
の
記
す
衛
と
な

っ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
五

つ
の
ほ
か
に
、
西
域
親
軍
と
衛
候
直
都
指
揮
使
司
が
立

て
ら
れ
た
。
西
域
親
軍
は
、
兵
志
に

「元
貞
元
年
、
依
貴
赤

・
唐
兀

二
衛
例

、
始
立
西
域
親
軍
都
指
揮
使
司
」
と
あ
る
よ
う
に
、
至
元
中

に
設
け
ら
れ
た
唐
兀
衛

・
貴
赤
衛
に
な
ら
っ
て
、
元
貞
元
年
に
設
立

さ
れ
て
い
る

(
巻
十
八
成
宗
紀
、
同
六
月
庚
午
)。
衛
候
直
は
元
史
巻
八
十
九

百

官
五
に

「至
元
二
十
年
、
以
控
鶴

一
百
三
十
五
人
、
隷
府
正
司
。
三

十
年
、
隷
家
令
司
。
三
十

一
年
、
増
控
鶴
六
十
五
人
、
立
衛
候
司
以

領
之
。
兼
掌
東
宮
儀
從
金
銀
器
物
。
置
衛
候

一
員

・
副
衛
候
二
員

・

及
儀
從
庫
百
戸
。
大
徳
十

一
年
、
復
増
懐
孟
從
行
控
鶴
二
百
人
、
陞

都
指
揮
使
司
」
と
あ
る
。
東
宮
あ
る
い
は
徽
政
院
に
隷
し
、
控
鶴
六

百
戸
よ
り
な
り
、
至
元
三
十

一
年
に
立
て
ら
れ
た
衛
候
司
が
大
徳
十

　
り
　

一
年
に
都
指
揮
使
司
に
陞
さ
れ
た
。

カ
ン
ク
リ

武
宗
朝

に
は
、
五
衛
が
増
置
さ
れ
て

い
る
。
康
禮
衛

・
衛
率
府

(左
衛
率
府
の
前
身
)

・
鎮
守
海
口
侍
衛

、
左

・
右
阿
速
衛
が
そ
れ

で
あ
る
。
康
禮
衛
は
、
元
史
巻
二
十
二

武
宗
紀
至
大
元
年
七
月
庚
申
条
に

立
廣
武
康
里
侍
衛
親
軍
都
指
揮
使
司
。
以
中
書
平
章
政
事
阿
沙

不
花
為
都
指
揮
使
。

と
あ
り
、
至
大
元
年
に
立
て
ら
れ
、
平
章
政
事
の
阿
沙
不
花
が
都
指

揮
使
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
く
色
目
人
の
阿
速
衛
は
兵
志
に

「至
大

二
年
、
始
改
立
右
衛
阿
速
親
軍
都
指
揮
使
司
」
と
あ
る
よ
う
に
、
世

祖
の
時
設
け
ら
れ
た
阿
速
軍
が
至
大
二
年

に
左
右
に
分
立
し
た
の
で

あ
る

(
巻
二
十
二

武
宗
紀
は
至
大
三
年
正
月
丁
未
と
す
る
)。
衛
率
府
は
兵

志

・
武
宗
紀
と
も
至
大
元
年
の
設
置
と
す
る
。
そ
の
名
の
示
す
通
り

東
宮
に
属
す
る
親
軍
で
、
武
宗
海
山
の
即
位
を
助
け
た
愛
育
黎
力
八

達
が
時

の
皇
太
子
で
あ
る
。
先

の
衛
候
直

と
潜
邸
時
の
仁
宗
権
力
の

依
り
所
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鎮
守
海

口
侍
衛
屯
儲
都
指
揮
使

司
は
、
元
史
巻
二
十
三

武
宗
紀
至
大
二
年
四
月
癸
亥
条
に

「摘
漢
軍
五
千
、

給
田
十
萬
頃
、
於
直
沽
沿
海
口
屯
種
、
又
益
以
康
里
軍
二
千
、
立
鎮



守
海

口
屯
儲
親
軍
都
指
揮
使
司
」
と
あ
っ
て
、
至
大
二
年
に
設
置
さ

れ
、
直
沽
沿
海

口
で
屯
田
に
あ
た

っ
た
の
で
あ
る
。

仁
宗
朝

で
は
、
左

・
右
衛
率
府
、
隆
鎮
衛
の
三
衛
が
立

て
ら
れ
た
。

左
衛
率
府

は
先
の
至
大
元
年
に
置
か
れ
た
衛
率
府
が
、
延
祐
六
年
に

改
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
る

(兵
志
及
び
撞
～仁
宗
紀
)。
こ
の
間
名

称

・
所
轄

に
変
化
が
あ
り
、
そ
れ
を
仁
宗
紀
か
ら
抜
き
出
す
と
、
衛

率
府
↓
延
祐
四
年
五
月
、
中
栩
府
↓
同
五
年
十
月
、
羽
林
親
軍
都
指

揮
司
↓
左
衛
率
府
、
と
な
る
。
こ
れ
に
対
す
る
右
衛
率
府
は
、
元
史

嫉

百
官
二

に

「延
祐
五
年
、
以
速
怯
那
見
萬
戸
府

.
迄
東
女
直
雨

萬
戸
府

・
右
翼
屯
田
萬
戸
府
兵
、
合
為
右
衛
率
府
」
(兵
志
も
ほ
ぼ

　ロ
　

同
じ
)
と
あ
る
如
く
、
延
祐
五
年
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
隆
鎮

衛
は
元
史
　

仁
宗
紀
至
大
四
年
閨
七
月
甲
辰
条
に

「枢
密
院
奏
、

居
庸
關
古

道
四
十
有
三
、
軍
吏
防
守
之
威
、
僅
十
有
三
。
奮
置
千
戸
、

位
輕
責
重
、
請
置
隆
鎮
萬
戸
府
、
偉
厳
守
備
。
制
日
可
」
と
あ
り
、

同
右
皇
慶

元
年
正
月
戊
申
条
に

「改
隆
鎭
萬
戸
府
爲
隆
鎭
衛
」
と

あ

っ
て
、
居
庸
関
古
道
の
防
守
軍
が
至
大
四
年
に
万
戸
府
と
さ
れ
、

翌
年
改
め
て
隆
鎮
衛
と
し
た
の
で
あ
る
。

英
宗
朝
に
は
四
衛
、
す
な
わ
ち
忠
栩
侍
衛
、
左

・
右
欽
察
衛
、
宗

仁
衛
が
設
け
ら
れ
た
。
忠
栩
侍
衛
は
、
兵
志
に
よ
る
と
、
至
元
二
十

九
年
、
屯

田
府
↓
大
徳
十

一
年

(
　
武
宗
紀
で
は
至
大
元
年
五
月
)

大
同
等
処
侍
衛
親
軍
都
指
揮
使
司
↓
至
大
四
年
徽
政
院
に
隷
属
↓
延

祐
元
年

(
　
仁
宗
紀
、
同
十

一
月
)
中
都
威
衛
使
司
、
と
推
移
し
、

至
治
元
年
二
月
に
忠
栩
侍
衛
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
左

・
右
欽
察
衛

は
、
至
元
二
十
三
年
に
置
か
れ
た
欽
察
衛
が
分
立
し
た
も
の
で
、
そ

れ
は
至
治
二
年
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
元
史
　

燕
鐵
木
児
伝
に
は
、

先
是
至
治
二
年
、
以
欽
察
衛
士
多
、
為
千
戸
所
者
凡
三
十
五
、

故
分
置
左
右
二
衛
。
至
是

(天
暦
元
年

)
又
析
為
龍
翔
衛
。

と
あ
り
、
欽
察
衛
兵
が
増
加
し
千
戸
所
三
十
五
に
も
な
っ
た
の
で
、

左
右
両
衛
と
し
た
が
、
そ
の
後
さ
ら
に
龍
翔
衛
を
設
け
る
こ
と
に
な

る
。
宗
仁
衛
は
元
史
　

百
官
二
に

「至
治

二
年
、
以
亦
乞
列
思
人

氏

一
百
戸
、
與
所
収
蒙
古
子
女
通
三
千
戸
、
及
清
州
徹
匠
二
千
戸

.

屯
田
漢
軍
二
千
戸
、
立
宗
仁
衛
以
統
之
」

(兵
志
も
ほ
ぼ
同
じ
)
と

あ

っ
て
、
至
治
二
年
に
立
て
ら
れ
、
蒙
古
子
女

ら
を
統
べ
て
い
る

(
　に英
宗
紀
、
同
五
月
癸
未

)。

泰
定
朝
、
明
宗
朝
に
は
新
設
の
衛
は
み
ら
れ
な
い
。
文
宗
朝
で
は
、

三
衛
す
な
わ
ち
龍
栩
侍
衛

・
東
路
蒙
古
侍
衛

・
宣
忠
斡
羅
思
雇
衛
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。
龍
栩
侍
衛
は
先
述
の
通

り
欽
察
衛
よ
り
分
立
し

た
も
の
で
、
そ
れ
は
天
暦
元
年

(
　
文
宗
紀
、
同
十
二
月
辛
未
)

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
東
路
蒙
古
侍
衛
は
、
龍

栩
侍
衛
な
ど
と
大
都
督

府
下

に
あ
る
が
、
そ
の
設
置
は
元
史
欝

文
宗
紀
至
順
二
年
正
月
庚

寅
条

に

「改
東
路
蒙
古
軍
萬
戸
府
為
東
路
蒙
古
侍
衛
親
軍
指
揮
使

司
」
と
あ
る
。
宣
忠
斡
羅
思
雇
衛
は
、
同
右
　

至
順
元
年
五
月
辛

未
条
に

「
置
宣
忠
雇
衛
親
軍
都
萬
戸
府
、
秩
正
三
品
、
総
斡
羅
思
軍

士
、
隷
枢
密
院
」
と
あ
り
、
同
　

至
順

二
年
四
月
甲
寅
条
に

「改



ハホ
　

宣
忠
雇
衛
親
軍
都
萬
戸
府
為
宣
忠
斡
羅
思
雇
衛
親
軍
諸
指
揮
使
司
」

と
あ

っ
て
、
至
順
元
年
に
置
か
れ
た
都
万
戸
府
が
、
翌
二
年
都
指
揮

使
司
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

順
帝
朝

で
は
、
設
置
年
代
が
明
確
な
も
の
は
、
宣
鎮
侍
衛
の
み
で

あ
る
が
、
威
武
阿
速
衛
、
高
麗
女
直
漢
軍
万
戸
府
管
女
直
侍
衛
親
軍

の
二
衛
も

そ
れ
に
些
か
先
立

っ
て
設
け
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
宣
鎮

侍
衛
は
、
元
史
　

順
帝
紀
至
元
三
年
正
月
癸
丑
条
に
、

立
宣
鎭
侍
衛
屯
田
萬
戸
府
於
寧
夏
。
.

と
あ
り
、
同
右
四
月
甲
戌
条
に
、

命
伯
顔
領
宣
鎭
侍
衛
軍
、
賜
紗
三
千
錠
、
建
宣
鎭
侍
衛
府
。

と
あ
る
よ
う
に
、
後
至
元
三
年
に
立
て
ら
れ
権
臣
伯
顔
が
領
し
た
。

威
武
阿
速
衛
も
元
史
　

伯
顔
伝
に
、
「元
統
二
年
、
進
太
師

・
奎
章

閣
大
学
士

、
領
太
史
院
、
兼
領
司
天
監

・
威
武
阿
速
諸
衛
」
と
あ

っ

て
、
元
統

二
年
に
、
同
じ
伯
顔
が
領
し
て
い
る
。
そ
の
設
置
は
、
元

統
二
年
を

遡
る
こ
と
遠
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
高
麗
女
直
漢
軍
萬
戸

府
管
女
直

侍
衛
親
軍
は
、
元
史
　

元
統
二
年
四
月
壬
申
条

に

「命

唐
其
勢
為

総
管
高
麗
女
直
漢
軍
萬
戸
府
達
魯
花
赤
」

(
　
燕
鐵
木

児
伝
に
も
同
記
事
が
あ
る
)
と
あ
り
、
元
統
二
年
に
は
置
か
れ
て
い

て
、
文
宗

朝
の
権
臣
燕
鉄
木
児
の
子
唐
其
勢
が
達
魯
花
赤
と
な
っ
て

　レ
ソ

い
る
。
元
史
　

馬
札
児
台
伝
に
も
伯
顔
の
弟
馬
札
児
台
が
本
衛
達

魯
花
赤

で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
順
帝
朝
に
な
っ
て
鉄
燕
木

見
の

一
派
が
退
け
ら
れ
、
か
わ

っ
て
伯
顔
が
政
権
を
握
る
よ
う
に
な

る
と
、
こ
れ
ら
の
衛
は
彼
の

一
族
の
管
す
る
所
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
兵
志
に
は
以
上
の
ほ
か
、
本
衛
と
名
称
の
類
似
す
る
女
直
侍
衛

親
軍
萬
戸
府
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
設
置
を
裏
づ
け

る
記
述
は
見
出
し
得
な
い
。

二

諸
衛
成
立
の
過
程

侍
衛
親
軍
は
、
前
節

で
述
べ
た
よ
う
に
、
至
元
十
六
年
に

「五

衛
」
が
置
か
れ
た
の
を

一
つ
の
区
切
り
と

し
て
、
至
元
二
十
年
前
後

に
は
蒙
古
衛
、
色
日
衛
と
称
す
べ
き
も
の
が
現
れ
た
。
こ
と
に
色
目

衛
は
武
宗
以
後
増
設
が
目
立
ち
、
欽
祭
衛

・
阿
速
衛
と
も
三

つ
に
分

立
し
た
。
そ
れ
は
燕
鉄
木
児
や
伯
顔
等
権
臣
の
台
頭
と
密
接

に
関

わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、
上
述
の
諸
衛
の
う
ち
最

も
特
徴
的
な

「五
衛
」
・
色
目
衛

・
蒙
古
衛

に

つ
い
て
、
そ
の
成
立

に
い
た
る
い
き
さ
つ
を
よ
り
詳
細
に
検
討

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

〔五
衛
〕
五
衛
は
元
代
侍
衛
親
軍
の
根

幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
中
統
元
年
に
設
け
ら
れ
た
武
衛
軍
を
も
と
と
す
る
。
武
衛
軍

は
、
南
宋
攻
撃
の
た
め
河
南
に
駐
屯
し
た
華
北
漢
人
世
侯
の
軍
の
う

ち
、
河
南
経
略
使
史
天
沢
に
率
い
ら
れ
、
六
盤
山
よ
り
南
進
す
る
憲

宗

マ
ン
グ
の
本
隊
を
支
援
し
て
合
州
釣
魚
山
を
攻
め
た
部
隊
を
基
幹

ハ
ね
ソ

と
し
た
。
そ
れ
が
漢
軍
中
の
精
鋭
の
よ
り
す
ぐ
り
で
あ

っ
た
こ
と
は

　
ね
ね

い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
武
衛
軍
に
新
た
に
編
入
し
た
軍
を
以
て
右

左
中
の
三
衛
が
立
て
ら
れ
た
。
牧
庵
集
　

中
書
左
丞
挑
文
献
公
神



道
碑

に
は
、

干
兵
衛
又
申
奏
日
、
内
地
之
民
、
不
習
武
事
、
不
耐
勢
苦
、
第

可
使
出
財
賊
、
以
資
國
用
、
西
京
北
京
諸
路
之
民
、
習
武
耐
勢
、

可
壷
復
其
差
賦
、
充
本
路
保
甲
屯
田
、
使
進
有
取
而
出
有
錦
、

可
鎭
内
霜
、
以
禦
外
侮
、
漢
軍
除
守
禦
南
邊
、
可
選
精
勇
富
強

三
萬

、
燕
京
東
西
、
分
屯
置
醤
、
以
壮
神
都
。
此
左
右
中
三
衛

起
本
者
。

と
あ
り
、
三
衛
の
設
置
は
挑
枢
が
精
勇
富
強
三
万
を
選
ん
で
燕
京
の

東
西
に
屯
営
さ
せ
る
よ
う
上
奏
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
う
。
具

体
的
に
選
入
さ
れ
た
軍
を
み
て
い
く
と
、
武
衛
軍
に
ま
ず
加
え
ら
れ

た
の
は
、
李
遭
の
反
乱
鎮
圧
後
の
益
都
の
軍
民
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

元
史
　
世
祖
紀
中
統
三
年
九
月
戊
午
条
に

「以
侍
衛
親
軍
都
指
揮
使

董
文
柄
兼
山
東
路
経
略
使
、
収
集
益
都
蕾
軍
、
充
武
衛
軍
、
戌
南
邊
。

詔
益
都
行
省
大
都
督
撒
吉
思
與
董
文
柄
會
議
、
兵
民
籍
毎
十
戸
惟
取

其
二
充
武

衛
軍
、
其
海
州

・
東
海

・
漣
水
移
入
益
都
者
、
亦
隷
本

衛
」
と
あ

り
、
同
右
　
中
統
四
年
四
月
癸
丑
条
に
は

「
選
益
都
兵
千

人
充
武
衛
軍
」
と
あ
る
。
李
遭
の
支
配
し
て
い
た
益
都
軍
民
の

一
部

を
武
衛
軍

に
充
て
た
こ
と
は
、
反
乱
軍
に
対
す
る
効
果
的
な
処
置
で

あ
り
、
元
朝
の
同
地
域

へ
の
直
接
支
配
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ

た
に
相
違

な
い
。
続
い
て
至
元
二
年
に
は

(蜷
世
祖
紀
同
年
十
二
月

丁
未
条
)
、

救
選
諸
翼
軍
冨
強
才
勇
者
萬
人
、
充
侍
衛
親
軍
。

と
あ
っ
て
、
地
方
軍
の
富
強
才
勇
な
る
者

一
万
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。

兵
志
に
は
こ
の
時
徴
せ
ら
れ
た
兵
を

「女
直
軍
三
千
、
高
麗
軍
三
千
、

阿
海
三
千
、
益
都
路

一
千
」
と
記
す
。
女
直

軍
、
高
麗
軍
が
如
何
な

　お
　

る
経
緯
で
親
軍
に
入
れ
ら
れ
た
の
か
は
定
か

で
は
な
い
。
阿
海
は
元

史
　
世
祖
紀
中
統
四
年
三
月
乙
巳
条
に

「命
北
京
元
帥
阿
海
護
漢
軍

二
千
人
赴
開
平
」
と
あ
り
、
同
右
至
元
元
年

二
月
壬
子
条
に

「獲
北

京
都
元
帥
阿
海
所
領
軍
疏
隻
塔
漕
渠
」
と
あ

る
北
京
都
元
帥
阿
海
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
は
元
史
　

に
伝
の
あ
る
珊
竹
氏
吾
也
而
の
子

で
、
父
の
職
を
襲

っ
て
北
京
総
管
都
元
帥
と
な

っ
た
。
珊
竹
氏
は
蒙

古
部
族
の

一
つ
で
あ
る
が
、
「漢
軍
二
千
人

を
発
し
た
」
と
い
う
か

ら
、
そ
の
管
下
に
は
漢
軍
も
多
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
後
女

直
軍
二
千

(元
史
蜷
世
祖
紀
至
元
三
年
正
月
癸
丑
条
)、
東
京
軍
千

八
百

(銅
、
至
元
四
年
七
月
甲
寅
条
)
が
親
軍
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
遼
陽
方
面
の
軍
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
元

朝
の
支
配
が
当
地
方
に
も
し
だ
い
に
浸
透
し

て
い
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

つ
ま
り
右
左
中
三
衛
の
設
置
は
そ
う
し
た
元
朝
の
中
央
集

権
化
を

一
面
で
押
し
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

前
後
二
衛
は
、
元
朝
の
南
宋
侵
攻
と
並
行

し
て
設
け
ら
れ
る
。
至

元
五
年
に
始
ま
る
裏
陽
総
攻
撃
は
、
五
年
間
の
攻
防
の
末
、
至
元
十

年
三
月
裏
陽
知
府
呂
文
煥

の
投
降
に
よ

っ
て
終
結
す
る
。
呂
文
煥

は

そ
の
年
四
月
阿
里
海
牙
に
従

っ
て
入
朝
し
、
侍
衛
親
軍
都
指
揮
使

.

裏
陽
大
都
督
に
充
て
ら
れ
た

(元
史
　
世
祖
紀
)。
彼

の
旧
鷹
下
は



「各
萬
戸
翼
に
分
隷
す
」
(蜷
世
祖
紀
至
元
十
年
三
月
乙
丑
条
)
る

も
の
も
あ

っ
た
が
、
同
謄
至
元
十
三
年
六
月
甲
子
条
に

命
東
征
元
帥
府
、
選
裏
陽
生
券
軍
五
百
、
充
侍
衛
軍
。　ハ

　

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
侍
衛
親
軍
に
も
充
て
ら
れ
た
。
。
裏
陽

陥
落
は
南
宋
の
凋
落
を
急
迫
に
進
め
、
三
年
後
の
至
元
十
三
年
正
月

に
は
首
都
臨
安
が
解
城
し
事
実
上
南
宋
は
滅
亡
す
る
。
南
宋
平
定
に

と
も
な

っ
て
旧
南
宋
軍
の
精
鋭
が
侍
衛
親
軍
と
し
て
再
編
成
さ
れ
た
。

元
史
捲
世
祖
紀
至
元
十
五
年
五
月
甲
午
条
に
は
、

選
江
南
鋭
軍
為
侍
衛
親
軍
。

と
あ
り
、
同
右
捲
至
元
十
六
年
四
月
乙
巳
条
に
は
、

詔
諭
揚
州
行
中
書
省
、
選
南
軍
精
鋭
者
二
萬
人
充
侍
衛
軍
、
併

獲
其
家
、
赴
京
師
、
傍
給
行
費
妙
萬
六
千
錠
。

と
あ
る
。
後
者
の
精
鋭
二
万
は
、
同
右
至
元
十
六
年
六
月
癸
巳
条
に

「以
新
附
軍
二
萬
分
隷
六
衛
屯
田
」
と
あ
る
軍
と
同

一
の
も
の
か
も

し
れ
な

い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
新
附
軍
が
前
後
二
衛
設
置

の
大
き
な
要
素
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
前
王
朝
軍
の
処
遇

は
い
か
な
る
新
政
権
に
と

っ
て
も
難
題
と
な
る
。
元
朝
は
そ
の
精
鋭

を
禁
軍

に
入
れ
る
こ
と
で
、
軍
事
力
の
補
強
を
す
る

一
方
、
江
南
の

治
安
回
復
を
計
り
、
そ
の
支
配
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
対

南
宋
戦

の
進
行
す
る
中
で
、
北
方
に
お
い
て
は
海
都
の
乱
や
昔
里
吉

等
の
反
元
活
動
が
は
げ
し
く
な
り
、
そ
の
方
面
に
も
兵
力
を
振
り
向

け
ね
ば

な
ら
な
い
元
朝
が
、

一
時
的
に
せ
よ
旧
南
宋
軍
の
精
鋭
に
期

待
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。

〔色
目
衛
〕
元
文
類
倦
酒
経
世
大
典
軍
制

に
は

「諸
國
人
之
勇
桿
者
、

聚
為
親
軍
宿
衛

・
而
以
其
人
名
日
欽
察
衛

、
康
里
衛

・
阿
速
衛

・
唐

兀
衛
」
と
あ
る
。
色
目
人
の
名

(
ま
た
は
地
名
)
を
親
軍
名
と
す
る

オ

ル

ス

衛
は
、
こ
の
ほ
か
斡
羅
思
雇
衛
、
西
域
親
軍
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

右
の
四
つ
を
中
心
に
取
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

色
目
衛
の
中
で
最
初
に
立
て
ら
れ
た
唐
兀
衛
は
、
兵
志
に

至
元
十
八
年
、
阿
沙

・
阿
東
言
、
今
年
春
、
奉
命
総
領
河
西
軍

三
千
人
、
但
其
所
帯
虎
符
金
牌
者
甚
衆
。
征
伐
之
重
、
若
無
官

署
、
何
以
防
閑
之
。
枢
密
院
以
聞
、
遂
立
唐
兀
衛
親
軍
都
指
揮

使
司
、
以
総
之
。

と
あ
り
、
至
元
十
八
年
に
阿
沙

・
阿
東
が
総
領
し
た
河
西
軍
三
千
人

を
統
べ
る
軍
衙
と
し
て
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
阿
沙

・
阿
東
が
い

か
な
る
人
物
な
の
か
は
詳
か
に
し
難
い
が
、
元
史
勝
世
祖
紀
中
統
二

年
九
月
癸
未
条
に

「以
甘
粛
等
庭
新
罹
兵
革
、
民
務
農
安
業
者
為
戌

兵
所
擾
、
遣
阿
沙
焦
端
義
往
撫
治
之
」

と
あ
り
、
同
酵

至
元
二
十

五
年
三
月
丁
酉
条
に

「命
阿
東

・
塔
不
帯
総
京
師
城
守
諸
軍
」
と
あ

る
か
ら
、
明
ら
か
に
二
人
で
あ
る
。
阿
沙

は
至
元
十
二
年
粛
州
達
魯

花
赤
の
職

に
あ
り
、
河
西
軍
を
簸

し
て

い
る

(謄
世
祖
紀
)。
同
年

の
簸
軍
の
こ
と
は
、
元
史
燐
兵
志
に
、

正
陽
萬
戸
劉
復
亨
言
、
新
下
江
南
三
十
蝕
城
、
倶
守
以
兵
、
及

江
北

・
准
南

・
潤
揚
等
威
未
降
、
軍
力
分
散
、
調
度
不
給
、
以



致
鎭
巣
軍
、
溝
州
両
威
復
叛
。
乞
簸
河
西
等
戸
為
軍
、
併
力
勒

除
、
庶
無
後
患
。
有
旨
、
命
粛
州
達
魯
花
赤
、
井
遣
使
同
往
験

各
色
戸
計
物
力
富
強
者
籏
起
之
。

と
あ
る
。
南
宋
攻
撃
の
手
薄
さ
を
補
う
た
め
に
、
河
西
の
諸
色
戸
計

の
物
力
富
強
な
者
が
調
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
河
西
地
方
を
根
拠
と

し
た
西
夏

は
、
太
祖
チ
ン
ギ
ス
　
カ
ン
の
末
年

二

二
二
七
)、
蒙

古
の
全
面
的
な
攻
撃
を
う
け
て
滅
ん
だ
。
そ
の
後
こ
の
地
は
ボ
赤
の

長
子
抜
都
の
領
地
と
さ
れ
た
が
、
至
元
元
年
に
は
西
夏
中
興
行
省
が

　
り
　

置
か
れ
、
し
だ
い
に
元
朝
の
直
轄
領
に
編
入
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の

地
方
か
ら
精
勇
が
選
ば
れ
て
南
宋
攻
撃
に
従
い
、
や
が
て
侍
衛
親
軍

と
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
直
接
支
配
を

一
層
強
固
な
も
の
と
し
た
に

相
違
な
い
。

欽
察
衛

は
、
兵
志
に

「至
元
二
十
三
年
、
依
河
西
等
衛
例
、
立
欽

察
衛
」
と
あ
り
、
河
西
衛
す
な
わ
ち
唐
兀
衛
等
の
例
に
よ

っ
て
立
て

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
じ
く
色
目
人
に
属
す
る
と
は
い
っ
て
も
、

欽
察
人
が
中
国
に
居
住
す
る
契
機
は
唐
兀
人
と
は
か
な
り
異
な
っ
て

い
る
。
抑
も
そ
も
欽
察
人
は
ト
ル
コ
系
の
民
族

で
、
十

一
世
紀
頃
か

ら
勢
力
を
強
め
、
十
三
世
紀
初
頭
に
は
南

ロ
シ
ア
大
草
原
を
占
拠
す

　ゆ
　

る
大
勢
力
を
築
い
て
い
た
。
こ
の
地
を
蒙
古
が
最
初
に
征
し
た
の
は
、

西
域
遠
征
中
の
太
祖
が
、
速
不
台
と
者
別
を
派
遣
し
た
時
の
こ
と
で

あ
る

(元
史
歪
速
不
台
伝
)。
続

い
て
太
宗
オ
ゴ
タ
イ

の
七
年

(
一

二
三
五
)
抜
都
を
総
司
令
官
と
す
る
大
規
模
な
攻
撃
が
行
わ
れ
、
そ

　　
　

の
際
欽
察
人
は
隣
接
す
る
康
郵
、
巴
只
吉
暢

、
斡
羅
思
等
と
同
じ
よ

う
に
殺
獄
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
捕
虜
と
し
て
蒙
古
本
土
に
拉
致
さ

　ど

れ
た
。
中
国
方
面
に
拉
致
さ
れ
た
欽
察
人
の
多
く
は
、
こ
れ
ら
諸
部

族
と
と
も
に
諸
王

・
后
妃

・
功
臣
に
分
配
さ
れ
、
隷
属
民
の
地
位
に

　れ
ね

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
至
元
半
ば

に
至

っ
て
侍
衛
親
軍
に

入
れ
ら
れ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
道

園
学
古
録
倦
;
句
容
郡
王
世
績
碑
に
は
、

(至
元
)
十
五
年
正
月
、
追
失
列
吉
、
喩
金
山
、
檎
札
忽
台
以

献
。
又
敗
寛
赤
寄
等
軍
、
俘
獲
甚
衆
。
冬
入
朝
、
召
至
楊
前
、

親
慰
勢
之
。
群
。
欽
察
人
為
民
戸
及
隷
諸
王
者
、
別
籍
之
、
戸

給
妙
二
千
貫
、
歳
給
粟
吊
、
澤
其
材
者
備
禁
衛
。
十
九
年
、
拝

昭
勇
大
將
軍

・
同
知
太
僕
院
事
。
明
年
、
改
同
知
衛
尉
院
事
、

領
華
牧
司
事
。
給
覇
州
文
安
縣
田
四
百
頃
、
命
吟
刺
赤
屯
田
、

盆
以
亡
宋
新
附
軍
八
百
。
二
十

一
年

、
賜
金
虎
符
。
以
河
南
等

路
蒙
古
軍
子
弟
四
千
六
百
隷
之
。

ト

ト

ハ

と
あ
る
。
土
土
吟
は
も
と
欽
察
国
主
の
子
孫

で
、
父
班
都
察
が

一
族

を
率

い
て
憲
宗

(抜
都
遠
征
時
の
マ
ン
グ

か
)
に
帰
し
、
吟
刺
赤
と

よ
ば
れ
る
欽
察
百
人
を
率
い
て
フ
ビ
ラ
イ
の
大
理
遠
征
に
従

っ
た
。

土
土
恰
は
そ
れ
を
嗣
い
で
宿
衛
に
備
わ
り
、
中
統
元
年
世
祖
に
従

っ

ノ

モ

ガ
ン

て
北
征
し
、
至
元
十
五
年
に
は
海
都
と
通

じ
て
皇
子
南
木
合
、
丞
相

ハね
　

安
童
に
叛
い
た
失
里
吉

・
脱
脱
木
児
を
追

い
、
札
忽
台
、
寛
赤
寄
を

破

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
戦
功
に
対
し
て
、
世
祖
は
慰
労
し
只
孫



(公
式
な
宴
会
の
衣
冠
)
を
与
え
、
欽
察
人
で
民
戸
と
な

っ
て
い
る

者
及
び
諸
王
に
隷
す
る
者
を
別
籍
に
つ
け
る
こ
と
を
許
し
、
そ
の
材

力
あ
る
者
を
禁
衛
に
備
え
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
至
元
二
十

一

年
に
は
か
か
る
欽
察
人

(及
び
康
里
人
)
の
子
弟
を
統
べ
る
た
め
に

二
千
戸
が
立
て
ら
れ
て
い
る

(元
史
譜
+
世
祖
紀
〉。
こ
の
間
詔
勅
で

許
し
た
欽
察
人
以
外
の
も
の
が
多
く
入

っ
て
い
た
こ
と
で
中
書
省
の

　　
　

是
正
の
措
置
を
う
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
欽
察
衛
は
土
土
吟
が

北
征
の
際
率
い
た
欽
察
暁
騎
千
人
を
中
核
と
し
、
そ
れ
に
諸
王
に
隷

属
し
て
い
た
同
族
が
集
ま
り
、
さ
ら
に
先
引
の
句
容
郡
王
世
績
碑
に

あ
る
新
附
軍
八
百
と
蒙
古
軍
子
弟
四
千
六
百
が
併
さ

っ
て
設
け
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
同
世
績
碑
に
は

「
二
十
八
年
、
王
奏
吟
刺
赤
之
軍
、

敷
已
盈
萬
、
足
以
備
用
」
と
あ

っ
て
、
至
元
二
十
八
年
に
は
す
で
に

一
万
に
達
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
も
増
加
し
て
左
右
欽
察
衛
そ
れ
に

龍
颯
侍
衛
に
分
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
前
節
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

康
里
衛
は
、
欽
察
人
と
同
じ
ト
ル
コ
系
民
族
の
康
里
人
の
衛
で
あ

る
が
、
そ
の
設
置
は
欽
察
衛
よ
り
約
二
〇
年
後
の
至
大
元
年
で
あ
る
。

し
か
し
中
国
方
面
に
来
帰
し
た
康
里
人
が
し
だ
い
に
集
ま
り
、
兵
力

を
備
え
て
い
っ
た
こ
と
は
、
至
元
二
十

一
年
に
欽
察

・
康
里
子
弟
を

統
ぶ
る

二
千
戸
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
や
、
「康
里

・
欽
察
之
人
、
先

隷
諸
叛
王
者
、
悉
來
蹄
、
置
吟
刺
魯
萬
戸
府
」
(前
引
句
容
郡
王
世

績
碑
)
と
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
確
認
で
き
る
。
そ
れ
が
至
大
元
年
に

ア

シ
ヤ

ブ

カ

ト
ク

ト

な

っ
て
衛
の
設
置
を
み
る
の
は
、
都
指
揮
使
阿
沙
不
花

・
康
里
脱
脱

兄
弟

の
与
る
所
が
大

き
い
。
阿
沙
不
花

は
、
元
史
肇

本
伝
に
よ
る

と
、
康
里
国
王
族
の
子
孫
で
、
世
祖
に
入
侍
し
千
戸
と
な

っ
て
昔
宝

赤
を
率
い
、
乃
顔

つ
い
で
海
都
を
征
し
軍
功
が
あ

っ
た
。
成
宗
な
き

後
帝
位
の
継
承
を
め
ぐ

っ
て
安
西
王
阿
難
答
派
と
順
寧
王
海
山
派
の

間
に
抗
争
が
生
じ
た
が
、
早
く
か
ら
海
山
に
仕
え
て
い
た
弟
脱
脱
と

海
山
の
即
位
に
貢
献
し
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
平
章
政
事
録
軍
国
重
事

　ら
　

と
な
り
康
禮
衛
都
指
揮
使
を
兼
任
し
た
の
で
あ
る
。
左
丞
相
と
な

っ

た
脱
脱

の
方
は
、
元
史
譜

本
伝
に
都
指
揮
使
を
兼
ね
た
と
い
う
記

載
は
な
い
け
れ
ど
も
、
何
ら
か
の
形
で
掌
握
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
と

い
う
の
は
、
元
典
章
譜
聖
政

一
重
民
籍
条

の
至
大
四
年
詔
書

の

一
款
に
、

諸
色
人
戸
、
各
有
定
籍
、
近
者
脱
脱
収
聚
康
禮
、
却
立
軍
衛
。

肝
。

と
あ
り
、
康
禮
衛
は
脱
脱
に
よ

っ
て
設
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「康
禮
を
収
聚
」
し
た
と
い
う
の
は
、
欽
察
衛
の
よ
う
に
、
各
地
に

分
散
し
た

(多
く
は
叛
乱
諸
王
隷
属
下
の
)
同
部
族
が
纏
め
ら
れ
た

と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
本
衛
は
仁
宗
が
即
位
し
、
こ
の
兄
弟
が
退

け
ら
れ
る
と
ま
も
な
く
廃
止
さ
れ
た
。
元
史
楚
仁
宗
紀
至
大
四
年

正
月
庚
子
条
に
は
、
「罷
廣
武
康
里
衛
、
追
還
印
符

・
騨
券

・
璽
書

及
其
萬
戸
等
官
宣
敷
」
と
あ
る
。
設
置
後

僅
か
に
二
年
半
の
こ
と
で

あ
る
。

阿
速
衛
は
、
至
元
二
十
三
年
に
軍
と
し

て
編
成
さ
れ
る
が
、
衛
が



立
て
ら
れ
る
の
は
至
大
二
年
で
あ
る
。
兵
志
右
阿
速
衛
条
に
よ
れ
ば
、

至
元
九
年
、
初
立
阿
速
抜
都
達
魯
花
赤
、
後
招
集
阿
速
正
軍
三

千
蘇
名
、
復
選
阿
速
掲
只
掲
了
温
怯
薛

丹
軍
七
百
人
、
雇
從
車

駕
。
　
。
二
十
三
年
、
為
阿
速
軍
、
南
攻
鎭
巣
、
残
傷
者
衆
。

遂
以
鎭
巣
七
百
戸
属
之
、
井
前
軍
総
為

一
萬
戸
、
隷
前
後
二
衛
。

至
大

二
年
、
始
改
立
右
衛
阿
速
親
軍
都
指
揮
使
司
。

と
あ
る
。
そ
の
主
体
と
な

っ
た
招
集
し
た
阿
速
正
軍
三
千
蝕
と
い
う

カ

ン

ク

ス

ア

タ

チ

ユ

ワ

チ

の
は
、
元

史
譜
　
に
伝

の
あ
る
杭
忽
思

の
子
阿
塔
赤
、
玉
畦
失
、

パ

　

ト

ル

グ

ル

ギ

抜
都
鬼
の
三
人
の
千
戸
、
碧

の
百
戸

口
児
吉
等
の
管
す
る
軍
の
総

和
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
皆
戦
績
著
し
い
が
、
な
か
で
も
阿
塔
赤
は
阿

里
不
寄
の
乱
、
李
遭
の
乱
に
従
征
し
、
南
宋
攻
撃
中
鎮
巣
で
殺
害
さ

れ
た
。
世
祖
は
そ
れ
を
憐
ん
で
鎮
巣
降
民
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
戸

が
前
軍
に
付
け
加
え
ら
れ
前
後
二
衛
に
隷
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

至
大
二
年

に
左
右
の
独
立
し
た
衛
と
な
る
の
は
、
康
里
衛
の
如
く
武

宗
、
仁
宗

の
即
位
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
阿
沙
不
花
兄
弟
の
よ

う
に
目
立

っ
た
活
躍
を
し
た
も
の
は
見
出
し
難
い
が
、
潜
邸
の
武
宗

ク

ト

ウ

テ

ム

ル

に
従

っ
て
海
都
を
征
し
た
忽
都
帖
木
児
が
左
阿
速
衛
の
副
都
指
揮
使

と
な

っ
て
い
る
の
は

(元
史
　

阿
児
思
蘭
伝
)、
そ
の
傍
証
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

〔蒙
古

衛
〕

こ
れ
に
は
先
述
し
た
五

つ
が
あ
る
。
左
翔

・
右
翔
蒙

古
侍
衛
親
軍
は
、
至
元
十
八
年
に
置
か
れ
た
蒙
古
侍
衛
親
軍
指
揮
使

司
が
、
大
徳
八
年
に
両
栩
に
分
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
間

の
経
緯
は
明
ら
か
に
し
難

い
。
僅
か
に
本
衛

の
こ
と
を
記
す
元
史
港

二
怯
怯
里
伝
、
醐
抄
児
伝
、
　

奥
魯
赤
伝
に
よ
る
と
、
彼
ら
が
本
衛

の
官
と
な
る
前
に
率
い
た
軍
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
部

(斡
耳
那
)
兵
、

ハお
　

左
右
手
両
万
戸
軍
、
蒙
古
軍
四
万
戸
で
あ
る
。
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
親

軍
と
な

っ
た
か
は
疑
問
と
し
て
残
る
が
、
百
官
志
に

「五
衛
の
例
に

依
り
て
指
揮
使
司
と
為
す
」
と
あ

っ
た
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
る
と
、

あ
る
い
は
地
方

(投
下
)
の
蒙
古
軍
が
選
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

か
。こ

れ
に
対
し
て
、
右
都
威
衛
は
、
探
馬
赤
軍
を
以
て
立
て
ら
れ
た
.

兵
志
右
都
威
衛
条
に
は
、

　。
中
統
三
年
、
世
祖
以
五
投
下
探
馬
赤
立
蒙
古
探
馬
赤
総
管

府
。
至
元
十
六
年
、
罷
其
軍
、
各
於
本
投
下
鷹
役
。
十
九
年
、

侃
令
充
軍
。
二
十

一
年
、
椹
密
院
奏
、
以
五
投
下
探
馬
赤
軍
倶

属
之
東
宮
、
復
置
官
属
如
奮
。
二
十
二
年
、
改
蒙
古
侍
衛
親
軍

指
揮
使
司
。
三
十

一
年
、
改
隆
福
宮
右
都
威
衛
使
司
。

と
あ
る
。
探
馬
赤
軍
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
本
来
は
軍
事
機
能
と
し
て
の
先
鋒
、
斥
候
等
を
意
味
し
た

ヨ
　

　ゐ　

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
構
成
員
に
は
特
殊
隷
属
部
族
民
が
多
数
属

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
五
部
探
馬
赤
は
、
蒙
古
が
金
を
征
服
す
る

と
、
益
都
、
真
定
等
に
鎮
守
し
た

(元
史
捲
}
闊
闊
不
花
伝
)。
そ
れ

が
、
世
祖
の
中
統
三
年
に
至

っ
て
蒙
古
探
馬
赤
総
管
府
の
下
に
入
れ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
元
史
攣
石
高
山
伝
に
は
、



中
統
三
年
、
高
山
因
平
章
塔
察
児
入
見
世
祖
、
因
奏
日
、
在
昔

太
祖
皇
帝
所
集
按
祭
児
、
享
羅

・
窟
里
台
、
享
羅
海
抜
都
、
闊

闊
不
花
五
部
探
馬
赤
軍
、
金
亡
之
後
、
散
居
牧
地
、
多
有
入
民

籍
者
。
國
家
土
宇
未

一
、
宜
加
招
集
、
以
備
駆
策
。
帝
大
悦
日
、

聞
卿
此
言
、
猶
辣
而
菟
。
即
命
與
諸
路
同
招
集
之
。
既
籍
其
敷
、

傍
命
高
山
偲
銀
符
領
之
。

と
あ
る
が
、
そ
れ
は
国
家
の
統

一
が
い
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で

牧
地
に
散
居

(兵
志
の
随
威
鎮
守
)
し
て
い
る
五
部
探
馬
赤
軍
を
収

集
し
駆
策
に
備
え
る
べ
き
だ
と
い
う
石
高
山
の
上
奏
が
い
れ
ら
れ
た

こ
と
に
よ
る
。
そ
の
後
、
南
宋
が
平
定
さ
れ
る
と
、

一
た
ん
は
投
下

に
も
ど

っ
た
が
、
至
元
十
九
年
、
再
び
軍
に
充

て
ら
れ
、
二
十

一
年

に
は
東
宮
に
属
し
、
翌
年
蒙
古
侍
衛
親
軍
指
揮
使
司
と
改
め
ら
れ
た

コ

コ

ブ

カ

コ
ン
ト

ア
ン
ジ
ャ
ル

マ
ン
カ
ン

の
で
あ
る
。
闊
闊
不
花
の
子
黄
頭
、
按
孔
見
の
子
忙
漢
は
い
ず
れ
も

探
馬
赤
五
部
将
の
子
孫
と
し
て
南
宋
攻
撃
に
従

い
、
つ
い
で
蒙
古
侍

衛
親
軍
千
戸
、
右
都
威
衛
千
戸
と
な

っ
て
い
る
。

宗
仁
衛
は
、
元
朝
後
期

の
至
治
二
年
に
な
っ
て
設
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
衛
は
蒙
古
人

の
同
族
意
識
を
示
す
も
の
と
し
て
興

味
深
い
。
す
な
わ
ち
元
史
　

拝
住
伝
に
は
、

延
祐
間
、
朔
漢
大
風
雪
、
羊
馬
駝
畜
蓋
死
、
人
民
流
散
。
以
子

女
謬
人
為
奴
婢

。
拝
住
以
興
王
根
本
之
地
、
其
民
宜
加
賑
郎
、

請
立
宗
仁
衛
総
之
、
命
縣
官
賦
置
衛
中
、
以
遂
生
養
。

パ
イ
ジ
ュ

と
あ
る
。
拝
住
は
木
華
黎

の
後
商

で
至
元
中
皇
子
南
木
牢
と
漠
北
を

守

っ
た
安
童
の
子
で
あ
る
。
彼
は
至
治
二
年
に
右
丞
相
と
な

っ
て
い

た
が
、
延
祐
年
間
の
漢
北
に
お
け
る
大
風
雪
に
よ

っ
て
蒙
古
子
女
が

講
れ
奴
婢

と
な

っ
て
い
る
の
を
憂
え
、
宗
仁
衛
を
設
け
て
そ
れ
を
救

済
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。延
祐
以
来
、
蒙
古
人
の
子
女
が
売
買
さ

れ
る
傾
向
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
元
典
章
　

禁
典
買
蒙
古
子
女
の
条

に
、

延
祐
七
年
十

一
月
、
至
治
改
元
詔
書
内

一
款
、
回
回

・
漢
人

・

南
人
典
買
蒙
古
子
女
為
駈
者
、
詔
書

到
日
、
分
付
所
在
官
司
、

慮
付

口
糧
、
収
養
聴
候
、
具
敷
開
申
中
書
省
定
奪
。

と
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
窺
え
る
。
宗
仁
衛

は
飢
謹
の
た
め
典
売
さ
れ

た
こ
れ
ら
蒙
古
子
女
を
保
護
す
べ
く
立
て
ら
れ
た
機
関
で
、
元
史
　

細
英
宗
紀
至
治
三
年
正
月
甲
寅
条
に
は
、

以
宗
仁
衛
蒙
古
子
女
額
足
萬
戸
、
命

罷
収
之
。

と
あ
り
、

一
万
戸
が
収
養
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

東
路
蒙
古
侍
衛
は
、
至
順
二
年
に
東
路
蒙
古
軍
万
戸
府
が
改
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
身
と
な
っ
た
東
路
蒙
古
軍
万
戸
府
は
、

元
史
　

伯
帖
木
児
伝
に
、

(
二
十
五
年
)
九
月
、
大
夫
令
率
師
住
納
兀
河
東
等
威
、
招
集

逆
蕪
乞
答
眞

一
千
戸
、
達
達
百
姓
及
女
直
押
兇
撒
等
五
百
蝕
戸
、

二
十
六
年
春
正
月
、
師
還
、
復
遣
戌
也
眞
大
王
之
境
。
　
。
是

年
冬
、
立
東
路
蒙
古
軍
上
萬
戸
府

、
統
欽
察

・
乃
蟹

・
捏
古

思

・
那
亦
勤
等
四
千
蘇
戸
。



　　
　

と
あ
る
上

万
戸
府
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
至
元
二
十
四

・
五
年
に

ペ

ク

テ

ム

ル

は
遼
陽
で
乃
願
、
吟
丹
が
相
い
つ
い
で
乱
を
起
し
た
が
、
伯
帖
木
児

は
御
史
大
夫
玉
速
帖
木
児
に
従

っ
て
こ
れ
ら
を
破
っ
て
い
る
。
こ
の

上
万
戸
府
は
叛
乱
諸
王
下
の
乃
蜜
、
欽
察
等
を
統
べ
た
の
で
あ
ろ
う
。

エ

ル

テ

ム

ル

そ
れ
が
至
順
二
年
に
都
指
揮
使
司
と
な
る
の
は
、
右
丞
相
燕
鉄
木
見

の
台
頭
と
係
る
。
元
史
　

燕
鉄
木
児
伝
に
は

「(天
暦
)
二
年
、
立

都
督
府
、
以
統
左

・
右
欽
察
、
龍
翔
侍
衛
、吟
刺
魯
・東
路
蒙
古
二
萬

戸
府
、東
路
蒙
古
元
帥
府
、而
以
燕
鐵
木
鬼
兼
統
之
、
尋
陞
為
大
都
督

府
」
と
あ

っ
て
、
東
路
蒙
古
万
戸
府

(百
官
二
も
同
じ
)
は
欽
察
衛

等
と

一
緒

に
大
都
督
府
に
入
れ
ら
れ
、
燕
鉄
木
見
の
権
限
の
拠
り
所

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
諸
衛
の
軍
事
的
構
成

こ
れ
ま

で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
諸
衛
に
は
地
方
軍
の
精
鋭
を
選

入
し
た

「五
衛
」
の
ほ
か
に
、
蒙
古
衛
、
色
目
衛
が
あ

っ
た
。
し
か

し
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も

一
つ
の
部
族

(
も
し
く
は
種
族
)
で
編
成
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
前
節
の
終
り
に
と
り
上
げ
た
東
路
蒙
古
侍
衛

は
、
そ
の
名
称
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
欽
察
人
も
入

っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
本
節

で
は
諸
衛
の
兵
力
を
主
に
種
族
の
比
較
の
面
か
ら
み
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
各
衛
の
兵
数
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
控
鶴
五
百
乃
至
六
百
人

の
衛
候
直
が
あ
る

一
方
、
三
十
五
の
千
戸
所
を
も

つ
欽
察
衛

(左
右

分
立
前
)
が
あ
り
、
そ
の
差
が
甚
し
い
。
し
か
し
概
し
て
言
え
ば
、

一
万
か
ら
な
る
。
松
雪
斎
文
集
譜
明
粛
棲
記

に
は

至
元
十
六
年
、
詔
立
後
衛
親
軍
都
指
揮

司
、
設
使

・
副

・
愈
事
、

統
選
兵
萬
人
、
事
駕
所
至
常
従

と
あ
り
、
元
典
章
新
集
兵
部
軍
中
不
便
事
件

の
条
に
は

皇
帝
可
怜
見
、
羽
林
親
軍
都
指
揮
使
司

一
萬
軍
、
聖
旨
撞
与
了

皇
太
子
。

と
あ

っ
て
、
後
衛
は
選
兵

一
万
人
、
羽
林
親
軍
も
延
祐
六
年
皇
太
子

に
擾
属
さ
れ

(左
衛
率
府
と
な
っ
)
た
時
、

一
万
で
あ
っ
た
。
ま
た

武
衛
は
道
園
学
古
録
　

武
衛
新
建
先
聖
廟
学
碑
に

「衛
士
以
萬
計
」

と
あ
り
、
左
都
威
衛
は
兵
志
に

「世
祖
以
新

取
到
侍
衛
親
軍

一
萬
戸
、

属
之
東
宮
」
と
あ
る
。
宗
仁
衛
も
蒙
古
子
女

が

一
万
戸
に
達
し
た
の

で
、
収
む
る
の
を
罷
め
た
こ
と
は
既
述
し
た
。
こ
れ
ら
の
軍
は
、
右

衛
に
例
を
と
る
と
、
鎮
撫
所
、
行
軍
千
戸
所
十
、
弩
軍
千
戸
所

一
.

屯
田
千
戸
所
二

(百
官
二
)
と
い
う
よ
う

に
、
職
務
分
担
の
異
な
る

い
く

つ
か
の
千
戸
所
よ
り
成

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
諸
衛
を
構
成
す
る
軍
を
部
族

(種

族
)
の
別

で
み
る
と
、

「五
衛
」

は
そ
の
成
立
に
際
し
て
右
左
中
三
衛
が
漢
軍

(女
直
軍

.

高
麗
軍
)
の
精
鋭
、
前
後
二
衛
が
江
南
新
附
軍
の
精
鋭
を
中
心
と
し

た
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
。
し
か
し
前
後
二
衛
に
は
漢
軍
の
存

在
も
確
か
め
ら
れ
る
。
元
史
　

世
祖
紀
至

元
二
十
五
年
甲
午
条
に

「
癸
五
衛
漢
兵
五
千
人
北
征
」
と
あ
り
、
同
　

至
元
二
十
九
年
十



月
己
西
条
に
は

「枢
密
院
臣
言
、
六
衛
内
領
漢
軍
萬
戸
、
見
存
者
六

千
戸
」

と
あ
る
が
、
こ
の
五
衛
あ
る
い
は
六
衛
の
漢
軍
と
い
う
表
記

か
ら
推

し
て
、
漢
軍
は
五
衛

い
ず
れ
に
も
い
た
と
解
さ
れ
る
。
ま
た

兵
志

に

「
二
十
三
年
、
為
阿
速
軍
、
　
、
井
前
軍

一
萬
戸
、
隷
前
後

二
衛
」

と
あ
っ
た
よ
う
に
、
至
元
後
半
に
は
阿
速
軍

一
万
が
隷
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
両
衛
設
置
に
関
わ
る
と
こ
ろ
大

き
か

っ
た
新
附
軍
は
ど
う
な

っ
た
か
と
い
う
と
、
元
史
　

世
祖
紀

至
元
十

八
年
十
月
辛
酉
条
に

給
征
日
本
回
侍
衛
新
附
軍
冬
衣
。

と
あ
り
、
同
右
　

至
元
二
十
年
三
月
己
未
条
に

前
後
衛
軍
、
自
願
征
日
本
者
、
命
選
留
五
衛
漢
軍
千
鯨
、
其
新

附
軍
令
悉
行
。

と
あ
る
如
く
、
殆
ど
が
日
本
遠
征
に
ふ
り
向
け
ら
れ
た
。
も

っ
と
も

元
の
日
本
遠
征
は
至
元
十

一
年
と
十
八
年
の
二
回
で
、
至
元
二
十
年

に
発
せ
ら
れ
た
軍
は
日
本
に
赴
い
て
い
な
い
。
こ
の
軍
は
執
要
に
遠

征
を
企

て
る
世
祖

に
よ
っ
て
遼
陽
等
に
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

(元
史
　

至
元
二
十
年
八
月
甲
午
条

・
満
洲
金
石
志
　
張
君
墓
碑

銘
)。
と
も
か
く

「五
衛
」
の
主
力
は
漢
軍
と
み
て
よ
い
。

五
衛

に
つ
づ
い
て
設
け
ら
れ
た
侍
衛
親
軍
都
指
揮
使
司

(左
都
威

衛
の
前
身
)
は

「新
た
に
取
り
た
る
侍
衛
親
軍

一
万
戸
を
以
て
之
を

東
宮
に
属
す
」
(兵
志
)
と
あ
る
だ
け
で
、
如
何
な
る
軍
な
の
か
明

瞭
で
な
い
。
し
か
し
漢
軍
が
い
た
こ
と
は
先
に
あ
げ
た

「六
衛
」
漢

軍
の
表
記
か
ら
窺
え
る
。
こ
の
六
衛
の
軍
を
基
幹
と
し
て
設
け
ら
れ

た
の
が
武
衛

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
兵
志
に
は

「
二
十
六
年
、
椹
密
院

官
暗
伯
奏
、
以
六
衛
六
千
人
、
塔
刺
海
李
可
所
掌
大
都
屯
田
三
千
人
、

及
近
路
迄
南
萬
戸
府

一
千
人
、
総

一
萬
人

、
立
武
衛
親
軍
都
指
揮
使

司
」
と
あ
る
。
近
路
迄
南
万
戸
府
と
い
う

の
は
、
鎮
戌
諸
軍
を
統
べ

る
管
軍
万
戸
府
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
鎮
戌
軍
、
そ
の
中
で
も
漢
軍

精
鋭
は
さ
か
ん
に
親
軍
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
兵
志
左
衛
率
府
条
に
、

(至
大
元
年
)
遂
命
江
南
行
省
萬
戸
府
、
選
漢
軍
之
精
鋭
者

一

萬
人
、
為
東
宮
衛
兵
、
立
衛
率
府
、

と
あ
る
の
は
、
そ
の
著
例
で
あ
る
。
東
宮
に
属
す
る
衛
は
、
左

・
右

都
威
衛
、
衛
候
直
、
左

・
右
衛
率
府
、
忠
颯
侍
衛
の
前
身
中
都
威
衛

使
司

(至
大
四
年
ー
至
治

一
年
、
徽
政
院

所
属
)
が
あ

っ
た
。
右
衛

率
府
の
方
は
、
「以
速
怯
那
児
萬
戸
府

・
迄
東

・
女
直
雨
萬
戸
府
、

右
翼
屯
田
萬
戸
府
兵
、
合
為
右
衛
率
府
」

(
　
百
官
二
)
と
あ
り
、

所
属
千
戸
所
数
は
五
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
遼
陽
の
諸
万
戸
府
を
中
心

と
す
る
混
成
軍
と
み
ら
れ
る
。
中
都
威
衛

は
大
同
屯
田
府
の
軍
に
京

兆
軍
三
千
が
併
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
虎
責
親
軍
は

「上
都
路
元

籍
軍
人

・
兼
奥
魯
の
事
」
を
管
領
し
て
お
り
、
鎮
守
海
口
侍
衛
は

「摘
漢
軍
五
千
、
給
田
十
萬
頃
、
於
直
沽

沿
海
口
屯
種
、
又
益
以
康

里
軍
二
千
、
立
鎭
守
海

口
屯
儲
親
軍
都
指

揮
使
司
」
(元
史
憎
二
武
宗

紀
)
と
あ
っ
て
、
漢
軍
五
千
に
康
里
軍
二
千
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

宣
鎮
侍
衛
に
つ
い
て
は
明
ら
か
と
し
な
い
が
、
高
麗
女
直
漢
軍
万
戸



府
管
女
直
侍
衛
親
軍
万
戸
府
は
そ
の
名
の
示
す
通
り
漢
人
の
各
軍
に

よ

っ
て
編
成
さ
れ
た
と
み
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ

で
、
色
目
衛
、
蒙
古
衛
は
ど
の
よ
う
な
構
成
に
な

っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
唐
兀
衛
は
、
阿
沙
等
が
総
領
し
た
河
西
軍
三
千

人
が
主
体

で
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
元
史
　

百
官
二

に
は
千
戸
所
九
翼
と
す
る
か
ら
、
こ
れ
以
外
の
軍
が
加
わ
っ
た
筈
で

あ
る
が
、
詳
か
で
な
い
。
欽
察
衛
は
そ
の
成
立
の
過
程
に
お
い
て
欽

察
人
が
収
集
さ
れ
た
の
は
も
と
よ
り
、
南
宋
新
附
軍
八
百
、
河
南
等

路

蒙
古
軍
子
弟

四
千
六
百
が
加
わ

っ
た
。
後
者
は
雪
楼
集
埣

故
昭

勇
大
将
軍
欽
察
親
軍
都
指
揮
使
也
約
特
公
墓
碑
に

「
二
十
二
年
、
移

鎭
泰
州
、
時
籍
漸
丁
為
兵
、
得
萬
人
、
以
公
為
欽
察
親
軍
指
揮
使
統

之
」
と
あ
る
漸
丁
軍
と
同
じ
内
容
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が

文
字
通
り
蒙
古
人
の
軍
な
の
か
否
か
は
問
題
と
な
る
樋
、
い
ず
れ
に

し
て
も
、

こ
れ
ら
総
て
が
併
さ
れ
て
欽
察
衛
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。

吟
刺
赤
に
は
ま
た
建
康
路
、
庭
州
等
の
民
戸
が
吟
刺
赤
戸
と
し
て
従

　　
　

属
し
て

い
る
。
し
か
し
元
史
　

百
官
二
で
は
、
左
右
相
方
と
も
そ

れ
を
所
属

に
記
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
次
の
阿
速
衛
は
些
か
異
な
る
。

阿
速
衛

は
、
阿
速
正
軍
三
千
を
主
力
と
し
、
そ
れ
に
江
南
征
服
時

に
残
傷
者
を
多
く
出
し
た
鎭
巣
の
民
が
付
与
さ
れ
た
。
鎭
巣
戸
が
そ

の
兵
数
に
含
ま
れ
た
こ
と
は
、
兵
志
に

「前
軍
と
井
せ
総
て

一
万
戸

と
為
す
」

と
あ

っ
た
こ
と
や
、
同
　

百
官
二
の
右
阿
速
衛
、
左
阿

速
衛
に
、
属
官
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
盧
江
縣
達
魯
花
赤
、
鎭
巣
縣
達
魯

花
赤
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
確
実

で
あ
る
。
た
だ
兵
志
は
そ

の
数
を
七
百
戸
と
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
前
軍
と
併
せ
て

一
万
に

は
達
し
な
い
。
元
史
肇

杭
忽
思
伝
に
鎮
…巣
降
民

一
千
五
百
三
十
九

戸
、
銅
玉
畦
失
伝
に
巣
縣
二
千
五
十
二
戸
、
と
あ
る
か
ら
、
少
な
く

と
も
三
千
五
百
戸
は
属
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
康
禮
衛
は

「武
宗

至
大
三
年
、
定
康
禮
軍
籍
。
凡
康
禮
氏
之
非
者
、
皆
別
而
瓢
之
。
験

其
實
、
始
得
入
籍
」
(兵
志
)
と
あ

っ
て
原
則
と
し
て
康
榿
人

に
限

ら
れ
た
。
し
か
る
に
元
典
章
　
聖
政
、
撫
軍
士
の
条
に
は
、

近
設
康
禮
軍
衛
、
起
遣
各
路
存
也
軍
人
五
千
、
直
沽
屯
田
、
消

乏
之
蘇
、
重
経
此
擾
。
今
康
禮
巳
令
罷
散
、
上
項
屯
軍
悉
聴
放

還
、
依
曹
存
価
。

と
あ
り
、
各
路
の
軍
人

(漢
軍
で
あ
ろ
う
)
五
千
が
起
遣
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
同
右
　
重
民
籍
条
に
よ
れ
ば
、

至
大
四
年
三
月
十
八
日
、
欽
奉
登
賓
位
詔
書
内

一
款
、
諸
色
人

戸
、
各
有
定
籍
、
近
者
脱
脱
収
聚
康
髄
、
劫
立
軍
衛
、
濫
及
各

投
下
並
州
郡
百
姓
、
諸
色
駆
奴
人
等

、
多
至
敷
萬
、
巳
経
散
遣
。

と
あ
っ
て
、
各
投
下
や

一
般
州
県
の
民
数

万
が
入

っ
て
い
た
。
こ
れ

は
脱
脱
の
収
聚

に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
、
民
や
奴
婢

の
方
か
ら
入
り

込
ん
だ
公
算
が
強
い
。
衛
候
直
や
操
衛
直

に
属
す
る
控
鶴
や
軍
戸
、

帖
戸
に
は
雑
役
が
か
か
ら
な
か

っ
た
の
で
、

一
般
民
戸
を
冒
占
す
る

　ハ
　

こ
と
が
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
諸
衛
に
は
か
か
る
雑
役
免
れ
の
民

戸
及
び
奴
婢
も
さ
か
ん
に
雑
り
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
色
目



諸
衛
の
軍
を
基
幹
と
し
て
設
け
ら
れ
た
衛
に
隆
鎮
衛
が
あ
る
。
兵
志

に
は

「分
欽
察

・
唐
兀

・
貴
赤

・
西
域

・
左
右
阿
速
諸
衛
軍
三
千
人
、

井
南
北

口

・
太
和
嶺
奮
隙
漢
軍
六
百
九
十
三
人
、
屯
駐
東
西
四
十
三

庭
、
立
十
千
戸
所
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
も
数
は
少
な
い
が
漢

軍
が
入

っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

蒙
古
衛
で
は
、
左
栩
、
右
栩
蒙
古
侍
衛
親
軍
は
断
定
は
で
き
な
い

が
、
札
刺
見
、
弘
吉
刺
等

の
蒙
古
軍
の

一
部
が
編
入
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
右
都
威
衛
は
国
初

の
五
投
下
探
馬
赤
軍
を
収
集
し
た
も

の
で
あ
る
。
元
史
倦
杁
百
官
五
で
は
そ
の
属
と
し
て
行
軍
千
戸
所
五

と
屯
田
千
戸
所
を
挙
げ
て
い
る
。
屯
田
千
戸
所
は
次
の
宗
仁
衛
の
例

か
ら
推
察
す
る
と
、
漢
軍

で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
宗
仁
衛
は
亦
乞

列
思
人

一
百
戸
と

「蒙
古
子
女
三
千
戸
、
清
州
徹
匠
二
千
戸
」
(兵

志
)
の
行
軍
五
千
よ
り
な
る
。
そ
れ
に
元
史
倦
に
英
宗
紀
至
治

二
年

五
月
戊
子
条
に
は
、

調
各
衛
漢
軍
二
千
、
充
宗
仁
衛
屯
田
卒
。

と
あ

っ
て
、
各
衛
の
漢
軍
二
千
が
屯
田
卒
と
し
て
充
て
ら
れ
て
い
た
。

東
路
蒙
古
侍
衛
は
上
述
の
如
く
欽
察

・
乃
蟹

・
捏
古
思

・
那
亦
勤
等

四
千
鯨
戸
を
統
べ
て
い
た
。

要
す
る
に
、
諸
衛
は
左
衛
率
府
が
漢
軍

一
万
で
編
成
さ
れ
た
よ
う

に
、

一
つ
の
種
族

(部
族
)
の
軍
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
の
は
稀
で
、

蒙
古
衛

・
色
目
衛
も
そ
の
例
外
で
は
な
か

っ
た
。
三
十
三
衛
の
う
ち
、

構
成
す
る
軍
が
不
明
な
衛
候
直

・
宣
鎮
侍
衛
を
除
い
て
、
蒙
古

・
色

目
の
諸
衛
は
十
七

(貴
赤
衛

・
隆
鎭
衛
を
含
む
)
を
数
え
る
。
け
れ

ど
も
そ
の
中
に
は
宗
仁
衛
の
二
千
、
康
禮
衛
の
五
千
、
隆
鎭
衛
の
六

百
九
十
三
の
如
く
、
漢
軍
が
主
と
し
て
屯

田
兵
と
し
て
入
れ
ら
れ
て

い
た
。
そ
れ
に

「
五
衛
」
を
は
じ
め
左
都
威
衛

・
武
衛

・
虎
責
親
軍

等
の
主
力
と
な
っ
た
の
は
漢
軍
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
漢
軍
の
侍
衛
親

軍
に
し
め
る
比
重
は
、
元
朝
成
立
時
に
比
較
す
れ
ば
や
や
減
退
し
た

に
し
て
も
、
元
代
を
通
じ

て
非
常

に
大

き
い
も

の
で
あ

っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
南
人

(新
附
軍
)
は

「五
衛
」
か
ら

も
し
だ
い
に
排
除
さ
れ
、
欽
察
衛
の
四
百
な
ど
が
僅
か
に
看
せ
ら
れ

る
に
過
ぎ
な
い
。

四

諸
衛
の
軍
官

侍
衛
親
軍
諸
衛
は
、
都
指
揮
使
を
長
官
と
し
、
副
都
指
揮
使

(副

使
)

.
愈
事

.
千
戸

・
百
戸
等
の
官
が
あ
る
。
滋
漢
文
稿
倦
二
榮
禄

大
夫
枢
密
副
使
呉
公
行
状
に
は
、

江
南
既
定
、
枢
府
奏
裁
其
人
、
京
師

五
衛
、
各
置
指
揮
使
二
人
、

副
使
二
人
、
ム双
事
二
人
。
千
戸
以
下
官
有
差
。
行
省
萬
戸
府
、

各
置
萬
戸
二
人

・
副
萬
戸

一
人
、
鎭
撫
以
下
官
有
差
。
父
死
子

縫
、
兄
終
弟
及
、
均
俸
禄
、
以
優
其
家
。

と
あ
り
、
成
立
期
の
五
衛
は
都
指
揮
使
、
副
使
、
愈
事
が
各
二
員
で
、

千
戸
以
下
の
官
は
各
衛
で
差
が
あ

っ
た
。

こ
れ
ら
の
官
は
行
省
所
属

の
万
戸
府
の
万
戸
以
下
の
官
同
様
世
襲
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
。
五



衛
以
外
の
諸
衛
も
こ
れ
に
類
す
る
。
た
だ
武
衛

・
貴
赤
衛

・
西
域
親

軍

・
衛
候
直

・
左
右
阿
速
衛

・
右
欽
察
衛
に
は
都
指
揮
使
の
上
に
達

ハ　

魯
花
赤
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
か
か
る
軍
官
の
う
ち
都
指
揮

使
を
中
心

に
、
実
際
に
任
じ
ら
れ
た
者
を
具
体
例
に
と
り
な
が
ら
、

そ
の
出
自

・
権
限
や
種
族
に
よ
る
差
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　ね
ソ

諸
衛
の
都
指
揮
使
と
な

っ
た
者
は
管
見
の
限
り
で
は
次
の

一
六
八

人
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
左
衛
か
ら
右
衛
に
遷

っ
た
劉
復
亨
、
同
じ
時

期
に
前
衛
、
左
都
成
衛
、
右
阿
速
衛
の
三

つ
を
兼
ね
た
孤
頭
の
よ
う

な
重
複
す
る
者
を
除
く
と
、

=
二
七
名
で
あ
る
。
こ
れ
を
種
族
で
分

け
る
と
、
蒙
古
人
三
十
七

(重
複
十
八
を
含
む
)、
色
目
人
五
十
二

(重
複
十

二
)、
漢
人
三
十
九

(重
複

一
)、
南
人

一
、
少
数
民
族
三
、

不
明
三
十
六
と
な
る
。
不
明
と
し
た
も
の
は
、
殆
ど
が
蒙
古
人
か
色

目
人
の
別
が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
に
よ
る
。
従

っ
て
蒙
古
人
、
色

目
人
の
数

は
右
に
示
し
た
も
の
よ
り
幾
分
増
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ

に
し
て
も
蒙
古
人

・
色
目
人
と
漢
人
の
数
は
相
均
衡
し
て
い
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
南
人
は
僅
か
に

一
人
を

見
出
す
の
み
で
あ
る
。
そ
の
唯

一
の
都
指
揮
使
呂
文
煥

は
、
南
宋
の

裏
陽
知
府

か
ら
至
元
十
年
に
元
に
降

っ
て
本
官
に
充
て
ら
れ
た
の
で

あ
る
が
、
至
元
二
十
三
年
正
月
に
は
致
仕
し
て
お
り

(元
史
酵
+
世

祖
紀
)、

そ
の
子
が
都
指
揮
使
を
襲

っ
た
形
跡
も
み
あ
た
ら
な
い
。

少
数
民
族

と
し
て
は
播
州

の
楊
氏
が
い
る
。
元
史
禁

本
伝

で
は
漢

英

(賜
名
賓
因
不
花
)

・
嘉
貞
父
子
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
宋

学
士
文
集
遷
唱楊
氏
家
伝
に
は
、

マ
マ

至
元
十
二
年
、
宋
亡
。
元
世
祖
遣
使
者
詔
邦
憲
内
附
。
邦
憲
捧

詔
三
日
契
、
奉
表
以
播
州

・
珍
州

・
南
平
軍
三
州
之
地
降
。
十

五
年
入
朝
。
詔
襲
守
如
故
。
拝
龍
虎
衛
上
將
軍

・
侍
衛
親
軍
都

指
揮
使

・
紹
慶
珍
州
南
平
等
庭
沿
邊
宣
撫
使

・
播
州
管
内
安
撫

使
。

と
あ

っ
て
、
漢
英

の
父
邦
憲
が
至
元
十
五
年

そ
の
官
を
拝
し
た
の
を

始
め
と
す
る
。
楊
氏
は
時
に
入
朝
す
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
常
時
は

播
州
安
撫
使

(あ
る
い
は
宣
撫
使
)
と
し
て
当
地
に
在

っ
た
と
み
ら

れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
楊
氏
を
は
じ
め
、
耶
律
確
馬

・
五
壷
奴
父
子
、

鄭
江

・
郁
父
子
、
明
安
の
子
孫
な
ど
に
見
う
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
都

指
揮
使
は
代
々
子
孫
に
受
け
継
が
れ
た
。
都
指
揮
使
に
限
ら
ず
す
べ

　お
　

て
の
軍
官
が
世
襲
を
原
則
と
し
た
こ
と
は
、
先
引
の
滋
漢
文
稿
に

「父
死
子
継
、
兄
終
弟
及
」
と
あ

っ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

初
め
に
都
指
揮
使
に
任
じ
ら
れ
る
も
の
が
、
い
か
な
る
契
機
に
よ
る

の
か
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
元
文
類
倦
四
経
世
大
典
序
軍

官
に
、武

臣
之
入
官
也
、
其
始
以
功
、
其
子
孫
以
世
継
。

と
あ
る
如
く
、
軍
功
を
有
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
第

二
節
で
述
べ
た
色
目
衛
の
成
立
に
お
い
て
最

も
顕
著
で
あ

っ
た
。
土

土
吟
、
玉
畦
失

(
の
父
也
烈
抜
都
児
)
は
そ
れ
ぞ
れ
吟
刺
赤
、
阿
速



軍
を
率

い
て
阿
里
不
寄
、
海
都
、
乃
顔
の
各
反
乱
鎮
定
に
大
き
な
功

績
を
あ
げ
て
お
り
、
暗
伯
も
世
祖
の
乃
顔
親
征
に
従

っ
て
い
る
。
ま

た
劉
復
亨

・
鄭
温

・
董
士
選

・
王
慶
端
は
、
そ
の
祖
及
び
父
が
国
初

漢
人
世
侯
下
の
部
将
と
し
て
金
朝
征
服
に
従
軍
し
、
設
立
当
初
の
武

　お
　

衛
軍
の
将
校
と
な
り
、
世
祖
政
権
確
立
に
尽
力
し
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
は
勲
臣
の
子
弟
と
も
い
え
よ
う
。
鄭
制
宜
は
、
父
鼎
が
大
理
遠

征
等
の
功
に
よ

っ
て
充
て
ら
れ
た
平
陽
太
原
万
戸
を
至
元
十
四
年
に

襲
い
、
元
貞
元
年
大
都
留
守
と
な

っ
て
武
衛
の
指
揮
使
を
兼
ね
て
い

る
。
賀
仁
傑
は
世
祖
に
従

っ
て

「南
征
雲
南
、
北
征
乃
顔
、
皆
著
勢

績
」

(元
史
本
伝
)
と
あ
り
、
至
元
十
八
年
上
都
留
守
兼
虎
責
親
軍

都
指
揮
使
と
な

っ
て
い
る
。
武
衛
と
虎
責
親
軍
は
都
指
揮
使

の
幾
人

　　
り

か
を
各
留
守
が
兼
ね
た
よ
う
で
あ
る
。
同
様
に
東
宮

(皇
太
后
)
所

属
の
都
指
揮
使
は
、
何
璋
が
太
子
倦
事
兼
衛
率
使

で
あ
る
よ
う
に
、

謄
事
が
兼
ね
て
い
た
。
阿
沙
不
花

・
康
里
脱
脱
、
拝
住
、
伯
顔
は
、

た
ん
に
軍
功
と
い
う
よ
り
も
、
皇
帝

の
即
位
に
活
躍
し
、
宰
相
と

な

っ
て
各
衛
を
領
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
塔
刺
海
、
孤

頭
が
四
怯
薛

の

一
人
博
爾
忽
の
子
孫
で
あ
る
の
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
、
怯
薛
出
身
者
が
目
に
つ
く
。
土
土
吟
は
吟
刺
赤
を
率

い
て
宿
衛

に
備
し
、
王
慶
端
は
裕
宗
眞
金
の
宮
僚
に
備
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ

か
拝
住

・
篤
麟
鉄
穆
爾
、
伯
顔

・
馬
札
見
台
、
暗
伯
、
亦
憐
真
班
、

阿
沙
不
花
、
康
里
脱
脱
、
口
児
吉

・
的
迷
的
児
、
香
山
、
耶
律
馳
馬
、

　
あ
　

董
士
選
、
賀
仁
傑

・
勝
等
が
怯
薛
出
身
者
で
あ
る
。

翻

っ
て
考
え
る
に
、
成
立
当
初
の
侍
衛
親
軍

(武
衛
軍
)
の
将
校

は
漢
人
が
主

で
あ
っ
た
。
し
か
し
中
統
二
年
に
は
董
文
柄
が
山
東
路

経
略
使
に
、
至
元
九
年
に
は
劉
復
亨
が
鳳
州
等
処
経
略
使
に
転
じ
て

い
る
。
そ
れ
に
か
わ

っ
て
、
右
衛
に
博
羅
歓
、
左
衛
に
淋
兀
児
、
中

衛
に
明
安
、
前
衛
に
伯
答
児
、
と
蒙
古
人

、
色
目
人
で
都
指
揮
使
に

就
け
ら
れ
る
も
の
が
で
て
き
た
。
都
指
揮
使
を
二
な
い
し
三
人
と
し
、

ハ　

各
種
族
を
適
当

に
充
て
て
い
る
の
は
、
元
朝
政
権

の
効
果
的
な
軍
の

指
揮
・管
理
の
配
慮
と
い
え
る
。と
こ
ろ
が

、
至
元
後
期
に
は
既
に
明

安
が
中
衛
と
貴
赤
衛
、
抹
兀
児
が
左
衛
と
欽
察
衛
の
二
つ
を
領
し
て

い
る
よ
う
に
、

一
人
が
複
数
の
都
指
揮
使
を
兼
ね
る
こ
と
が
あ

っ
た
。

こ
の
傾
向
は
元
の
後
期
に
な
る
と

一
層
著

し
く
な
り
、
順
帝
即
位
期

の
伯
顔
は
綴
耕
録
港
伯
顔
撞
政
に
よ
れ
ば
七
衛
を
兼
領
し
て
い
る
。

元
史
譜

本
伝
に
は
、

伯
顔
自
領
諸
衛
精
兵
、
以
燕
者
不
花
爲
屏
蔽
、
導
従
之
盛
、
填

溢
街
衙
、
而
帝
側
儀
衛
反
落
落
如
農
星
。

と
あ
る
が
、
そ
の
儀
衛
は
天
子
を
凌
い
だ
と
い
う
の
も
あ
な
が
ち
誇

張
と
も
い
い
き
れ
な
い
。
し
か
も
丞
相
が
都
指
揮
使
を
兼
ね
る
こ
と

　タ

が
通
例
と
化
し
た
た
め
権
臣
の
専
制
を
惹
起
す
る
要
因
と
も
な

っ
た
。

南
披
に
お
け
る
鉄
失
の
英
宗
暗
殺
も

(元
史
讐
逆
臣
伝
)、

こ
の
よ

う
な
趨
勢
の
も
た
ら
し
た
事
件
と
い
え
よ
う
。
元
末
権
臣
の
台
頭
は

諸
衛
の
こ
の
よ
う
な
事
実
を
無
視
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。



都
指
揮
使
人
名
表

氏

名

時

期

出

身

典

拠

(
元
史
)

1

劉
復
亨

至
元
4

・
9

東
平
済
河

魏

2

博
羅
歓

至
元
8

・
14

忙
兀
人

翻

衛

3

忽

都

至
元
8

不

明

7
世
祖
紀

4

禿
満
　

至
元
10

・
11

不

明

8
世
祖
紀

5

鄭

温

至
元
12

・
18

真
定
霊
寿

雌

6

顔

義

至
元
19

漢

人

鵬
張
九
思
伝

7

劉
思
恭

不

明

済
南
歴
城

瑚

右

8

耶
律
駈
馬

至
元
25

遼

の
故
族

㈹

9

五
憂
奴

襲
職

右
の
子

〃

や10

劉

復

亨

至

元

2

・
4

1

と
同

じ

魏

衛

11

頁

茂

不

明

漢

人

秋
澗
文
集
47
頁
公
行
状

12

鄭

江

至

元

8

河

間

欄

13

鄭

郁

襲

職

右

の
子

〃

14

躰

兀
児

至
元
24
・
延
祐

欽

察

人

伽

左

15

燕

鉄
木

児

襲

職

右

の
子

㎜

16

伯
家

奴

至
治

2

不

明

両
折
金
石
志
14
造
像
題
名

17

明

安

至
元
20
・
大
徳

康

里
氏

燭

衛

18

帖

評
台

襲

職

17

の

子

〃

19

李

蘭
奨

延

祐

4

〃

〃

20

桑

兀
孫

襲

職

19

の
子

〃

中

21

乞

答
海

"

20

の
弟

〃

22

唆

朗
合

　

至
元

29

不

明

元
典
章
34
占
使
軍
匠
罪
例

23

買

奴

大
徳
11

〃

22
武
宗
紀

衛

24

王

宏

不

明

保

定

鵬

25

王

廷

〃

遼
大
族

囎

中

26

康
里
脱
脱

至
大
年
間

康
里
国
王
族

金
華
黄
文
集
28
先
笙
碑

27

董
士
選

至
元
16

・
23

真
定
藁
城

搦

28

董
士
秀

襲

職

右

の
弟

〃

衛

29

董
士
恕

"

呉
文
正
藷

神
道
碑

3
o
玉
畦
失

至
元
20
・大
徳
10

阿
速
人

㎜

31

亦
乞

里
　

襲

職

右

の
子

〃

前

32

拝

住

〃

右

の
子

〃

33

孤

頭

至
大

1

鰍
紅
礪
祇
囎

清
河
集
2
漢
陽
忠
武
王
碑

34

張

立

至
元
16

泰
定
長
清

燭

35

張

珪

襲

職

右

の
子

〃

衛

36

張
伯
潜

〃

右

の
子

〃

37

史

換

至
元
後
半

か

真
定
史
枢
の
子

螂

38

史

墳

至
順

2

漢

人

35
文
宗
紀

39

伯
答
児

至
順
2
・大
徳
4

阿
速
氏

慨

40

福

定

襲

職

右
の
子

〃

後

41

李

庭

至
元

・
大
徳

金
人
蒲
察
氏

㎜

魏

李
大
誠

襲

職

右
の
子

〃

43

段
天
祐

至
元
26

漢

人

卿
呉
元
珪
伝

衛

44

鄭
制
宜

元
貞
-
・大
徳
-o

沢
州
陽
城

咽

武

45

鄭

鈎

襲

職

右
の
子

〃



46

斡
羅
思

至
大
年
間

康
里
人

團

衛

47

伯
帖
木
児

至
大
4

西
土
人

㎜

武

48

鉄
木
児
塔
識

礒

～
至
正

康
里
脱
脱
の
子

金
華
黄
文
集

28

49

王
善
果

不

明

漢

人

館
舳
纐
摘
酷
潮

50

王
慶
端

至
元
16
・大
徳
8

真
定
藁
城

罰

衛

51

王

桓

襲

職

右
の
子

"

威

52

塔
刺
海

至
元
30
.至
大
、

博
爾
忽
の
子
孫

清
河
集

2

53

孤

頭

至
大
年
間

雛
肋
嚇
じ

〃

に者

54

鉄
木
児
也
不
干

襲
職

右

の
子

〃

左

55

阿
刺
不
花

元
貞

2

不

明

秋
澗
文
集

40

56

伯

顔

彊

元
か

蔑
児
吉
碍
氏

轍
耕
録
2

衛

御

石
高
山

至
元
大
徳

蟹

府
漢
人
,

描

威

58

闊
闊
不
花

襲
職

右

の
子

〃

都

59

八
忽
帯

至
元
21

・
29

不

明

13
世
祖
紀
、通
制
条
格
16

右

60

常
不
蘭
奨

至
順

3

漢
人
か

37
寧
宗
紀

衛

61

暗

伯

至
元

24
以
後

唐
兀
人

鵬

兀唐

62

亦
憐
眞
班

至
治
2
・後
至
元

右
の
子

蜘

63

明

安

至
元
23
・大
徳
7

聴
狸
臥
じ

備

衛

64

帖
寄
台

襲

職

右

の
子

18

〃

赤

65

普
顔
忽

里

〃

右

の
子

〃

貴

66

忽
禿
不
花

(万
戸
)元
貞
-

不

明

18
成
宗
紀

67

脱

迭

天
暦

1

〃

32
文
宗

紀

68

迷
而
的
斤

元
貞

1

色
目
人
か

18
成
宗
紀

解

69

鎖

住

至
順

2

色
目
人
か

35
文
宗
紀

醐

70

忽
魯
不

花

不

明

蒙
古
人
か

至
正
集

70
詮
恵
穆
制

71

玉
瓜
(畦

)失

至
元
24

30
と
同
じ

鵬
※

72

狐

頭

至
大
年
間

33
と
同
じ

清
河
集

2

73

那
海
産

至
大
2
・至
順
-

阿
速
氏

慨
、
34
文
宗
紀

衛

74

伯

顔

舞

嚇
樹

56
と
同
じ

鵬
※

75

都

丹

至
大
4
以
後

阿
速
国
主
の
子
孫

慨

76

福

定

(達
魯

花
赤

)

右

の
弟

〃

速

77

那

懐

皇
慶

1

不

明

24
仁
宗
紀

※

78

旭
遭
傑

奪

赤
)

〃

29
泰
定
紀

※

79

鉄

失

至
治

2

・
3

亦
乞
列
思
氏
か

蹴

、
蒙

兀

児

史

記

伽

阿

80

撤

里

恰

泰

定

1

不

明

29
泰

定

紀

81

脱

脱

木
児

天
暦

1

〃

32

文
宗

紀

82

拝

住

至
順

1
以
前

〃

34

〃

右

83

馬
札
児
台

箋

縣
)

犠
醐
賠
鯛

㎜

84

忽
都
不
花

天
暦

1

不

明

㎜
燕
鉄
木
児
伝
※

85

塔
海
帖
木
児

"

"

"

※

86

不
児
國

至
正
6

〃

91
順
帝
紀

87

口
児
吉

至
大
年
間

阿
速
氏

燭

衛

88

的
迷
的
児

襲
職

右

の
子

〃

速

89

香

山

天
暦
以
後

右

の
子

〃

阿

90

鉄

失

至
治

2

・
3

79
と
同
じ

蹴

左

91

撤
里
喀

泰
定
1

不

明

29
泰
定
紀



92

脱
帖
木
児

泰
定

1

不

明

29
泰
定
紀

※

讐

鉄
木
児
達
識

元
統
歪

初

誓

同
じ

金
蓄

文
塞

駕

脱

脱

蟹

㌍

蔑
児
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氏
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類
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台
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〃
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〃

〃

㎜
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都
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木
児

〃

〃

〃

32
文
宗
紀

備
考

本
表
に
は
達
魯
花
赤
や
衛
を
領
し
た
と
記
さ
れ
て

い
る
も

の
も

含
め
た
。

※
は
左
右

の
不

明
な
も

の
で
あ
る
。



こ
こ
で
副
都
指
揮
使

・
愈
事
及
び
千
戸
以
下
の
将
官
に
つ
い
て
若

干
考
察
す
る
。
こ
れ
ら
の
官
、
な
か
で
も
千
戸
、
百
戸
は
そ
の
数
が

都
指
揮
使
数
を
は
る
か
に
上
回
る
も
の
の
、
官
位
の
関
係
で
史
料
は

ご
く
限
定

さ
れ
る
。
そ
の
た
め
種
族
の
比
較
は
し
難

い
の
で
あ
る
が
、

概
し
τ
五
衛
の
千
戸
に
は
漢
人
が
多
く
、
逆
に
色
目
衛
に
は
そ
の
部

族
の
者
が
多
い
。
王
国
昌

・
通
、
皇
毅

・
慶
の
父
子
の
よ
う
に
世
襲

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
怯
薛

と
し
て
移
刺
元
臣
、
徹
里
、
鄭
鐙
、
察
珍

等
が
い
る
点
は
、
都
指
揮
使
と
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
静
修
先
生
文

集
　

明
威
将
軍
後
衛
親
軍
総
管
李
公
先
埜
碑
に
は
、

至
元
十
七
年
、
丞
相
伯
顔
、
以
薔
所
領
諸
將
中
四
人
、
見
皇
太

子
日
、
此
皆
臣
収
江
南
時
、
渡
江
水
戦
、
攻
城
略
地
、
為
國
家

蓋
力
命
、
臣
所
親
見
者
、
是
時
天
下
事
、
聴
皇
太
子
威
置
、
乃

命
四
人
者
母
外
補
、
可
使
将
侍
衛
親
軍
、
傍
賜
食
殿
中
、
今
致

仕
後
衛
総
管
清
苑
李
公
、
其

一
也
。

と
あ
り
、
李
仁
祐
は
南
宋
征
服
に
お
け
る
戦
功
で
、
伯
顔
の
薦
を
う

け
後
衛
千
戸
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
軍
功
を
た
て
る
こ
と
が
千
戸

と
な
る
要
件
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
鄭
鈴
、
王
寧
と

都
指
揮
使

の
子
弟
に
あ
た
る
も
の
が
千
戸
と
な

っ
て
い
る
の
は
特
徴

的
で
あ
る
。
こ
れ
は
欽
察
衛
に
あ

っ
て
は

一
層
明
瞭
で
、
土
土
吟
の

子
別
里
不
花
、
勧
差
、
及
び
淋
兀
児
の
子
小
雲
失
不
花
が
い
ず
れ
も

千
戸
な

の
で
あ
る

(巻
末
附
表
参
照
)。
こ
の
こ
と
は
、
都
指
揮
使

に
な
る
以
前
の
職
を
子
が
襲

っ
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ

れ
よ
り
も
衛
の
官
に
対
し
て
都
指
揮
使
に
は
任
命
の
権
限
が
付
与
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
園
学
古
録
婁

句
容
郡
王
世
績
碑
に
は
、

二
十
三
年
、
置
欽
察
衛
、
遂
兼
其
親
軍
都
指
揮
使
、
聴
以
族
人

將
吏
備
官
属

と
あ

っ
て
、
土
土
恰
は

一
族
の
将
吏
を
欽
察
衛
の
官
属
に
充
て
る
こ

と
が
聴
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
色
目
衛
の
場
合
、
そ
の
成
立
過
程
か

ら

い
っ
て
想
定
し
う
る
が
、
「五
衛
」
も
決

し
て
例
外
で
は
な
か

っ

た
。
呉
文
正
集
鹸

元
禄
大
夫
平
章
政
事
趙

國
董
忠
宣
公
神
道
碑
に

は

マ
マ

十
六
年
、
立
前
衛
親
軍
、
進
授
勇
大
將
軍
、
充
都
指
揮
使
、
建

議
設
盧
舎
開
屯
田
、
由
是
居
者
得
安

、
行
者
有
養
。
千
夫
長
以

下
、
自
揮
者
参
半
。
枢
密
院
以
断
事
官
為
公
之
副
、
公
以
其
不

由
軍
功
、
進
表
千
戸
姜
廷
珍
代
之
。
師
討
日
本
、
自
願
効
力
、

世
祖
日
、
士
選
勲
臣
之
子
、
他
有
委
任
、
僻
遠
小
夷
、
無
勤
其

行
。

と
あ
り
、
董
士
選
は
前
衛
の
千
戸
以
下
の
三
分
の
二
を
自
ら
択
び
、

副
都
指
揮
使
も
枢
密
院
が
充
て
よ
う
と
し
た
断
事
官
を
軍
功
が
な
い

と
い
う
理
由
で
退
け
、
千
戸
姜
廷
珍
を
抜
擢
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
前
衛
の
千
戸
と
な

っ
た
も
の
に
皇
毅
が
い
る
。
虞
集
の
撰
に

よ
る
と
い
う
元
故
宣
武
将
軍
前
衛
千
戸
皇
公
墓
誌
銘

く常
山
貞
石
志

倦
ご

は
残
嵌
が
処
々
に
あ
る
が
、
皇
毅

は
真
定
の
人

(蘇
天
爵
と



同
郡
)
で
早
く
か
ら
董
文
柄
に
従

い
、
李
理
を
征
し
南
宋
を
破

っ
た

　モ
　

功
で
百
戸
と
な
り
、
つ
い
で
前
衛
千
戸
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上

の
考
察
に
よ
っ
て
、
諸
衛
の
軍
官
は
主
と
し
て
軍
功
を
た
て

た
者
が
任
じ
ら
れ
た
が
、
都
指
揮
使
は
千
戸
以
下
の
属
官
、
場
合
に

よ

っ
て
は
副
都
指
揮
使
ま
で
も
任
命
の
対
象
と
し
、
枢
密
院
に
隷
す

　　
ロ

る
と

は

い

っ
て
も

、

彼

ら

の
多

く

は
怯
薛

出

身

で
あ

っ
た
た

め
、

天

子

と

の
従

属

度

が

か

な

り
強

い
も

の

で
あ

っ
た

と

い
う

こ
と

が

で
き

る

で
あ

ろ

う

。

お
わ
り
に

元
代

の
侍
衛
親
軍
は
、
世
祖
が
阿
里
不
寄
と
の
対
立
抗
争
の
際
に

設
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
初
め
そ
の
基
幹
と
な

っ
た
の
は
、
史
天
沢

は
じ
め
漢
人
世
侯
下
の
漢
軍
精
鋭
で
あ
り
、
将
校
も
殆
ど
漢
人

で

あ

っ
た
。
そ
れ
は
五
衛
に
発
展
す
る
が
、
そ
の
過
程
で
も
軍
の
主
体

は
漢
軍

で
あ

っ
た

(女
直
軍

・
高
麗
軍
、
そ
れ
に
新
附
軍
も
い
た
)
。

し
か
し
都
指
揮
使
に
は
蒙
古
人
、
色
目
人
も
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
軍

官
は

一
般
に
勲
功
あ
る
者
が
充
て
ら
れ
、
世
襲
に
よ

っ
て
子
弟
に
受

け
継
が
れ
た
。
と
く
に
都
指
揮
使
に
は
怯
薛
出
身
が
目
立

っ
た
。
五

衛

(も
し
く
は
六
衛
)
の
設
置
は
元
朝
の
中
央
集
権
化
を
側
面
で
強

化
し
た
。
そ
れ
が
整

っ
た
の
を

一
つ
の
転
機
と
し
て
、
蒙
古
衛

・
色

目
衛
が
立
て
ら
れ
る
。
蒙
古
衛
に
は
五
投
下
探
馬
赤
を
招
集
し
た
右

都
威
衛

や
罹
災
し
た
子
女
を
収
養
す
る
宗
仁
衛
が
あ

っ
た
。
前
者
は

元
朝
政
権
と
投
下
、
あ
る
い
は
国
初
蒙
古
軍
の
再
編
成
と
い
う
観
点

か
ら
左
右
颯
蒙
古
侍
衛
と
と
も
に
考
察
し
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
色

目
衛
は
欽
察
衛
、
康
禮
衛

の
よ
う
に
宿

衛
に
備

わ
り
帝
の
親
征
に

従

っ
て
い
た
も
の
が
、
相

つ
ぐ
戦
功
に
よ
り
各
地
に
離
散
し
て
い
た

同
族
を
招
集
し
、
そ
れ
を
統
べ
る
た
め
に
置
か
れ
た
。
色
目
衛
は
至

大
以
後
増
設
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
衛
に
は
主
に
屯
田
軍
と
し
て
漢

軍
が
入

っ
て
い
た
。
左
衛
率
府
、
武
衛
な
ど
漢
軍
を
主
力
と
す
る
衛

の
多
い
の
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
漢
軍
の
役
割
は
元
代
を
通
じ
て
極

め
て
大
き
か

っ
た
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
諸
衛
は
蒙
古
人

・
色
目
人

・
漢
人

の
各
軍
を
そ
れ

ぞ
れ
の
主
体
と
し
、
多
く
は
他

の
種
族
軍

を
混
じ
え
た
軍
団
編
成
を

と

っ
た
。
し
か
し
国
家

の
大
多
数
を
し
め
る
南
人
は
、
軍
官
は
勿
論
、

軍
に
も

一
時
的

に
編
入
さ
れ
た
こ
と
を
除

い
て
、
殆
ど
排
除
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
こ
と
は
た
ん
に
禁
軍
だ
け
で
な
く
、
元
朝
の
支
配
体
制

の
本
質
を
考
え
る
う
え
で
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

註

(1
)箭
内
亙
氏

「元
朝
怯
薛

考
」
(
「蒙
古
史
研
究
』

〈刀
江
書
院
、

一
九
三
〇
〉
所
収
)
二
四
七
-

二
五
四
頁
。

(
2
)和
田
清
編

「支
那
官
制
発
達
史
』
(
汲
古
書
院
、

一
九
四
三
)

三

一
七
頁
。
同
項
の
執
筆
者
で
あ
る
村
上
正
二
氏
訳
注

「
モ
ン



ゴ
ル
秘
史
　

チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
物
語
　
」
3

(平
凡
社
、

一
九

七
六

)
に
は
、
諸
衛
、
と
く
に
色
目
人
の
衛
に
関
し
て
的
確
な

注
記
が
施
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)馬
祖

常
の
石
田
文
集
憐
建
白

一
十
五
事
の

一
件
に

「侍
衛
親
軍
、

根
本
所
係
。
宜
令
各
衛
指
揮
使
、
立
時
教
閲
、
練
習
武
藝
、
瞥

力
訓
養
精
鋭
、
則
萬

一
倉
卒
得
用
」
と
あ
る
。

(4
)本
稿

で
い
う
漢
人
は
、
金
朝
治
下
の
漢
人

の
ほ
か
綴
耕
録
噌
に

あ
る
高
麗

・
女
直
等
も
含
め
て
用
い
、
南
宋
遣
民
で
あ
る
南
人

と
は
区
別
す
る
。
そ
の
区
分
は
、
蒙
思
明
氏

「元
代
社
會
階
級

制
度
」
(龍
門
書
店
、

一
九
六
七
)
の
蒙
古
人
、
色
目
人
、
漢

人
、
南
人
の
四
種
族
に
従
う
。

(
5
)薫
啓
慶
氏

「
元
代
的
宿
衛
制
度
」
(辺
政
研
究
所
年
報
第
四
期
、

一
九
七
二
)
に
は
、
建
立
年
代
、
組
成
千
戸
の
略
表

で
あ
る
元

代
衛
軍
組
成
表
が
附
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
兵
志
の
ほ
か
に

吟
刺
魯
万
戸
府
を
入
れ
て
三
十
四
衛
と
す
る
。
衛
候
直
と
同
じ

控
鶴
を
以
て
編
成
さ
れ
る
操
衛
直
都
指
揮
使
司
も
礼
部
所
属
で

は
あ

る
が

(元
史
嫉
百
官

一
)、
親
軍
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

(6
)秋
澗
文
集
捲
M
烏
台
筆
補
弾
中
翼
軍
掻
擾
百
姓
事
状
に
は

「今

察
到
中
翼
侍
衛
親
軍
楊
千
戸

・
崔
百
戸

・
高
弾
璽
下
軍
人
、
自

至
元
五
年
八
月
前
來
武
清
縣
北
郷
等
威
、
於
民
家
安
下
」
と
あ

る
。
中
翼
は
既
に
至
元
五
年
に
は
設
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

(
7
)松
田
孝

一
氏

「
カ
イ
シ
ャ
ン
の
西
北

モ
ン
ゴ
リ
ア
出
鎮
」
(
「東

方
学
』
六
十
四
輯
、

一
九
八
二
、
七
)
七
六
-
七
頁
参
照
。

(
8
)
元
史
嫉

百
官
二
も
兵
志
と
同
じ
至
元
十
八
年
の
設
置
と
す
る

が
、
港
+
世
祖
紀
で
は
至
元
十
七
年
八

月
乙
亥

に
こ
の
こ
と
を

掲
げ
る
。
こ
の
差
は
と
く
に
問
題
と
す
る
程
で
は
な
い
。と
こ
ろ

で
本
衛
の
前
身
は
右
都
威
衛
の
前
身
と
同
名
で
あ
る
が
、
所
属

が
異
な
る
た
め
、別
の
二
者
と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
東
宮
に
隷

す
る
蒙
古
侍
衛
親
軍
は
、
道
園
学
古
録
樽
二
翰
林
学
士
承
旨
董

公
行
状
に

「廿
七
年
、
隆
福
太
后
在
東
宮
、
以
公
書
奮
、
欲
使

公
授
皇
孫
以
経
」
と
あ
り
、
元
史
詳

完
沢
伝

に

「裕
宗
為
皇

太
子
、
署
港
事
長
。
齢
。
自
是
常
典
東
宮
衛
兵
、
裕
宗
莞
、
成

宗
以
皇
孫
撫
軍
北
方
、
完
澤
雨
從
入
北
」
と
あ
る
か
ら
既
に
東

宮
に
在

っ
た
隆
福
太
后
に
属
し
、

一
部
は
鉄
木
耳

(
の
ち
の
成

宗
)
の
北
征
に
従
軍
し
た
。

(
9
)貴
赤
は
轍
耕
録
捲
に
は
色
目
三
十

一
種

の

一
と
す
る
が
、
健
脚

者

の
意

で
あ
る
こ
と
は
箭
内
亙
氏

「
元
代
社
会

の
三
階
級
」

(「蒙
古
史
研
究
』
所
収
)
の
指
摘
さ
れ
た
所
で
あ
る
。
そ
の
設

置
は
至
元
二
十
四
年

(百
官
二
)
で
あ
り
、
「民
之
蕩
析
離
居

及
僧
道
、
漏
籍
諸
色
人
不
當
差
催
者
萬
鯨
人
」
(蓼

明
安
伝
)

を
管
領
し
た
。

(
10
)大
徳
十

一
年
正
月
に
成
宗
は
崩
じ
て
お
り
、
衛
候
司
が
都
指
揮

使
司
に
陞
格
し
た
の
は
、
厳
密
に
は
武
宗
朝
と
す
べ
き
で
あ
る
。



懐
孟
從
行
控
鶴
二
百
人
と
は
、
愛
育
黎
抜
力
八
達

(仁
宗
)
が

大
徳
九
年
十
月
に
懐
州
に
出
居
し
た
時
追
従
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。

(11
)
元
史
楚

仁
宗
紀
に
は
、
延
祐
五
年
二
月
戊
午
と
同
六
年
壬
戌

の
二
度
に
わ
た
っ
て
設
置
の
記
事
が
あ
り
い
ず
れ
も
者
連
怯
耶

児
万
戸
府

(軍
万
人
)
を
以
て
編
成
し
た
と
記
す
。

(12
)高
麗
女
直
漢
軍
万
戸
府
は
既
に
至
元
二
十
九
年
二
月

(元
史
捲

七
世
祖
紀
)
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
こ
の
時
期
に
至

っ
て

禁
軍
と
な
る
の
は
、
順
帝
が
幼
少
の
折
高
麗
の
地
で
過
ご
し
た

こ
と
、
及
び
妃
の

一
人
が
高
麗
人
奇
氏
で
あ

っ
た
こ
と
と
関
わ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
13
)拙
稿

「元
朝
侍
衛
親
軍
の
成
立
」
(『九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』

10
、

一
九
八
二
、
三
)。

(
14
)武
衛
軍
成
立
後
も
そ
の
精
鋭
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
は
、
元
史
勝

世
祖
紀
中
統
二
年
八
月
己
亥
条
及
び
同
右
中
統
二
年
九
月
癸
亥

条
参
照
。

(
15
)遼
陽
は
元
来
女
直
人
の
居
住
地
で
あ
り
、
元
代
に
も
ひ
き

つ
づ

い
て
女
直
人
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
は
、
元
史
櫨

地
理
二
合

蘭
府
水
達
達
等
路
他
に
見
え
る
。
高
麗
人
と
い
う
の
は
、
同
右

地
理
二
渚
陽
路
に

「後
高
麗
復
叛
、
洪
福
源
引
衆
来
鋸
、
授
高

麗
軍
民
萬
戸
、
徒
降
民
散
居
遼
陽
渚
州
。
帥
。
及
高
麗
學
國
内

　　

附
、
(中
統
)
四
年
、
又
以
質
子
淳
為
安
撫
高
麗
軍
民
総
管
、

分
領

二
千
鯨
戸
、
理
藩
州
」
と
あ

り
、
同
右
鰭
κ
外
夷

一
に

「至
元
三
年
二
月
、
立
濱
州
以
庭
高
麗
降
氏
」
と
あ
る
如
く
、

高
麗
国
か
ら
洪
福
源
に
率
ら
れ
て
元

に
降
り
遼
東
に
散
居
し
た

高
麗
降
民
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

(
16
)ド
ー
ソ
ン
著
、
佐
口
透
訳
注

『モ
ン
ゴ
ル
帝
国
史
』
3

(平
凡

社
、

一
九
七

一
)
に
は
、
呂
文
煥

の

「部
下
の
将
校
た
ち
は
昇

進
し
て
侍
衛
親
軍
に
は
い
っ
た
」

(五
六
頁
)
と
あ
る
。
な
お

南
宋
の
生
券
軍
、
熟
券
軍
に
つ
い
て
は
、
安
部
健
夫
氏

「生
熟

券
支
給
制
度
略
考
」
(
『元
代
史
の
研
究
』
〈創
文
社
、

一
九
七

二
〉
所
収
)
参
照
。

(
17
)佐
口
透
氏

「
河
西
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
封
建
王
侯
」
(
「和
田
博

士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
、

一
九
五

一
)

(
18
)ヤ
ク
ボ
フ
ス
キ
ー

・
グ
レ
コ
フ
共
著

・
播
磨
楢
吉
訳

『金
帳
汗

國
史
』
(生
活
社
、

一
九
四
二
)
四
頁
。

(
19
)那
珂
通
世

「成
吉
思
汗
実
録
』

(大

日
本
図
書
、

一
九
〇
七
)

謄
+
六
二
三
頁
。

(20
)諸
王

・
功
臣
に
対
す
る
分
民

に
つ
い
て
は
、
海
老
沢
哲
雄
氏

「
モ
ン
ゴ
ル
王
朝

の
怯
憐
口
に
関
す
る
覚
書
」

(「北
海
道
教
育

大
学
紀
要
第

一
部
B
』
二
〇
の

一
、

一
九
六
九
)
参
照
。

(21
)恵
谷
俊
之
氏

「カ
イ
ド
ウ
の
齪

に
關
す
る

一
考
察
」
(
『田
村
博

士
頒
壽
東
洋
史
論
叢
』

一
九
六
八
)
九
七
頁
。

(22
)元
朝
名
臣
事
略
鰭
平
章
魯
國
文
貞
公
伝
。

こ
の
事
件
の
終
過
は



太
田
彌

一
郎
氏

「元
代
吟
刺
赤
軍
と
吟
刺
赤
戸
ー

「探
馬
赤

戸
」

の
理
解
に
関

っ
て
　
」
(
「集
刊
東
洋
学
』

46
、

一
九
八

一
)
参
照
。

(
23
)左
右
手
両
万
戸
軍
及
び
蒙
古
四
万
戸
-
主
体
は
兀
魯

.忙
兀
.亦

怯
烈

・弘
吉
刺
・札
刺
児
五
部
軍
か
ー
は
、前
者
が
山
東
河
北
蒙
古

軍
都

万
戸
府
に
隷
し
、
後
者
が
河
南
准
北
蒙
古
軍
都
万
戸
府
の

母
体
と
な
っ
て
い
る

(元
史
嫉

百
官
二
)。
双
方
と
も
蒙
古
四

都
万
戸
府
の

一
で
あ
る
。
前
者
は
国
初
の
享
斡
鬼
出
、
木
華
黎

の
管
し
た
軍
を
想
起
さ
せ
る
が
、
元
代
の
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

編
成

に
な

っ
て
い
た
、の
か
は
未
詳
で
あ
る
。

(24
)蓮
見
節
氏

「探
馬
赤
考
」
(
「中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
』
11

号
W
、

一
九
八
二
、
三
)

(25
V萩
原
淳
平
氏

「木
華
黎
王
国
下
の
探
馬
赤
軍
に
つ
い
て
」
(
『東

洋
史
研
究
』
三
六
-

二
、

一
九
七
七
、
九
)

(
26
)道
園
学
古
録
捲
三
句
容
郡
王
世
績
碑

に
は

「
(至
元
二
十
五
年
五

月
)
敗
叛
王
吟
丹
之
軍
、
蓋
得
遼
左
諸
部
、
置
東
路
萬
戸
府
、

以
鎭
之
」
と
あ
る
。
遼
東
を
鎮
撫
す
る
た
め
置
か
れ
た
東
路
万

戸
府

は
、
設
立
年
代
に

一
年
の
隔
り
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
万

戸
府
と
同

一
の
も
の
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。

(
27
)太
田
氏
、
註
(
22
)論
文
。

(28
V同
右
、
五
i
八
頁
。

(
29
)元
史
憐
二
武
宗
紀
、
大
徳
十

一
年
十

一
月
乙
亥
条
に

「中
書
省

臣
言
、
大
都
路
供
億
浩
繁
、
概
於
属
郡
取
之
。
其
軍

.
帖

.
鷹

房

・
控
鶴
等
戸
、
侍
其
雑
径
無
與
、
冒
占
編
眠
、
断
」
と
あ
る
。

(
30
)五
衛
の
官
は
時

に
増
減
が
あ
る
。
元
史
嫉
百
官
二
に
よ
る
と
、

例
え
ば
右
衛
の
都
指
揮
使
は
、
至
元
十
六
年
頃
二
、
二
十
年
三
、

大
徳
十

一
年
五
、
至
大
元
年
八
、
至
大
四
年
三
、
以
後
こ
れ
が

定
数
と
な

っ
て
い
る
。
副
使
、
愈
事
と
も
大
徳
十

一
年

(と
至

大
元
年
)
に
増
加
し
、
逆
に
至
大
四
年

に
減
少
し
て
い
る
。
こ

れ
は
武
宗

・
仁
宗
の
即
位
の
影
響
だ
ろ
う
。
五
衛
以
外
で
は
貴

赤
衛

・
西
域
親
軍
等
都
指
揮
使
が
二
員

で
あ
る
の
と
、
武
衛
、

唐
兀
衛
に
多
少
の
増
減
が
あ
る
の
を
除

け
ば
、
都
指
揮
使
三
、

副
使
二
、
魚
事
二
で
あ
る
。

(
31
)各
衛
の
都
指
揮
使
の
実
例

(色
目
人

二
十
三
人

.
漢
人
十
九

人
)
は
、
箭
内
亙
氏

「
元
代
社
會

の
三
階
級
」
(
「蒙
古
史
研

究
」
所
収
)
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
32
)軍
官
承
襲
の
制

は
至
元
十
五
年
に
定

め
ら
れ
た
。
元
史
燐
兵

志
兵
制
、
元
典
章
蜷
吏
部
軍
官
降
等
承
襲
条
に
そ
の
規
定
が
あ

る
。

(33
)拙
稿
、
註
(
13
)
に
同
じ
。

(
34
>
元
史
捲
舩
百
官
五
儲
正
院
に
よ
る
と
、
皇
太
子

の
家
政
機
関
で

　　

あ
る
倦
事
院
が
置
か
れ
た
の
は
、
至

元
19
～
31
、
大
徳
9
、
同

11
～
至
大
4
、
延
祐

4
～
7
、
泰
定

1
、
天
暦

1

(儲
慶
使

司
)、
天
暦

2

(儲
政
院

)
で
あ
り
、
皇
太
子
の
立
て
ら
れ
て



い
な
い
間
は
、
至
元
三
十

一
年
以
後
皇
太
后
位
下
の
事
を
掌
る

徽
政
院
に
属
し
た
。

(35
)片
山
共
夫
氏

「元
朝
怯
薛

出
身
者
の
家
柄
に
つ
い
て
」
(
「九
州

大
学
東
洋
史
論
集
」
8
、

一
九
八
〇
、
三
)
参
照
。

(
36
)至
元
十
年
頃
の
右
衛
は
、
博
羅
漱
、
鄭
温
、
(禿
満
　
)、
成
立

時
の
欽
察
衛
は
土
土
吟

・
也
速
台
児

・
也
速
鰐
児
と
都
指
揮
使

が
定
数
通
り
明
ら
か
と
な
る
。
秋
澗
文
集
倦
四
隆
福
宮
左
都
威

衛
府
整
暇
堂
記
に
は
元
貞

二
年

の
愈
事
以
上
が
挙

っ
て
記
さ

れ
て
お
り
、
使
は
塔
刺
海

・
王
慶
端

・
阿
刺
不
花
、
武
は
完
者
、

董
守
敬
、
倉
事
は
曲
失
帖
木
児
、
張
智
栄
で
あ
る
。
土
土
吟
、

塔
刺
海
は
同
衛
の
都
指
揮
使
の
中
で
幾
分
上
位
に
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

(
37
)元
史
楚

泰
定
紀
泰
定
二
年
六
月
丙
申
条
に
は

「中
書
参
知
政

事
左
塔
不
台
言
、
大
臣
兼
領
軍
務
、
前
古
所
無
。
鉄
失
以
御
史

大
夫
、
也
先
帖
木
児
以
知
枢
密
院
事
、
皆
領
衛
兵
。
如
虎
而
翼
、

故
成
逆
謀
。
今
軍
衛
之
職
、
乞
勿
以
大
臣
領
之
、
庶
勲
菖
之
家

得
以
保
全
。
従
之
」
と
あ
り
、
大
臣
の
兼
領
を
止
め
る
意
見
が

裁
可
さ
れ
て
い
る
が
、
実
施
は
困
難
で
あ

っ
た
。
同
じ
よ
う
な

上
言
は
後
至
元
元
年
三
月
癸
未

(捲
炬
順
帝
紀
)
に
も
み
え
る
。

(38
)枢
密
院
の
機
能
は
、
怯
薛

と
侍
衛
親
軍
の
実
質
的
な
関
わ
り

(質
子
軍
の
性
格
を
含
め
て
)
を
把
握
す
る
上
に
重
要
で
あ
る

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
日
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
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史
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滋
漢
文
稿

2
前
衛
記

移
刺
元
臣

至
元

16

・
22
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右
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澗
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董
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・
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右
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右
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滋
漢
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薦
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文
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王
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膠
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王
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右
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右
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簸
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澗
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〃

衛
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右
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魯
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〃
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團
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至
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の
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〃
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〃
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〃
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寄
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至
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大
徳

按
擁
脱
脱
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鵬
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至
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鵬
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旧
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戸
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千
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子

〃
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鵬
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児
恰
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襲

職

右

の
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〃

衛

別
里
不
花

不

明

土
土
暗
の
第
4
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道
園
学
古
録
23

勧

差

〃

同
第
6
子

〃

票

小
雲
失
不
花

〃

躰
兀
児
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子

〃

欽

千

乞

台

至
元
末

欽
察
台
氏

燭

恰
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赤

襲
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子

〃

醐
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台
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同

右

〃

囎
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至
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鵬
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速
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"

"
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鱒
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徳

右

の
子

"

麟

仲

八
刺
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理
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正
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子

韓

舳
顯
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鄭

温
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2
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捌
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総
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右

の
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8
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ー

戸

軍
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人

鵬

親
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氏
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千

衛
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明
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明
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